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第55号議案

長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及ぴ運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例
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1 条例改正の概要

(1)改正理由

厚生労働省令で定める、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等が改正されることに伴い、これに基づき定めている本市基準条例の見直し

を行う必要があるため。

1

(2)改正方針

「従うべき基準」については省令の基準に従い、「参酌すべき基準」について

は、本市においても必要な内容であるため、省令の基準の改正内容のとおり改正

する。

(3)改正する条例

①長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条伊K平成25年長崎市条例第4号。以下「指定福祉基準」という。)

②長崎市指定障害者支援施設の人員、.設備及び運営に関する基準等を定める条

例(平成25年長崎市条例第5号。以下「指定支援基準」という。)

③長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平

成25年長崎市条例第6号。以下「福祉基準」という6)

④長崎市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平

成25年長崎市条例第7号。以下「地域活動基準」という。)

⑤長崎市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条伊K平成25年長崎

市条例第8号。以下・「福祉ホーム基準」という。)

⑥長崎市障害者支援施設の設備及ぴ運営に関する基準を定,める条伊K平成25年

長崎市条例第9号。以下「支援基準」という。)

⑦長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例(令和元年長崎市条例第80号。以下「指定通所基準」という。)

⑧長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年長

崎市条例第44号。以下「児童基準」という。)

⑨長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条仮」(平成30年長崎市条例第20号。以下「経

過措置」という。)



(4)障害福祉サービス等の体系

サービス名

居宅介護休ーム圖囲
ヘルプ)

重度訪問介護

同行援護

圖

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

行動擾護

重度肢体不自由者等で常時介護が必要な人に、自宅

や医療機関等で、入浴、排せつ、食事の介護、外出

時の移動支援を総合的に提供する

重度障害者等包圖回
括支援

圖囲

サービス内容

短期入所

(ショートステイ)

圖回

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外

出する時、必要な情報提供や介護を行う

圖・・障害者西・・障害児

療養介護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、

危険を回避するために彪遵な支援、.外出支援を行う

生活介護

圖囲

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数の

サービスを包括的に行う

.

圖

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間

も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

条例

施設入所支援

事痢祈数

吊.31時点

圖

一

医療と常時介護を彪要とする人に、医療^で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う

①

自立生活援助

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、

食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活

動の機会を提供する

86

圖

①

共同生活援助

(グルーニカトゞー'0

圖

81

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、

食事の介護等を行う

①

圖自立訓練(機能

訓練)

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、

1年間、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常

生活における課題を把握し、必要な支援を行う

①

43

(生活圖自立訓練

翻練)

圖

①

9

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、

排せつ、食事の介護、、日常生活上の擾助を行う

就労移行支援

①

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期

間、身体機能の維持、向上のために必要な11憾を行う

①③

31

自立した日常生活または社会生活ができるよう、

定期聞、生活能力の雑持、向上のために必要な支援、

訓練を行う

圖

①③

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓

練を行う

②⑥

⑨

32

9

①

13

2

①

2

①③

39
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サービス名

就労継続支援

(A型=雇用型)

就労継続支援

田型=非雇用到

圖

就労定着支擾

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労す

る機会を提供するとともに、能力等の向上のために

必要な訓練を行う,

圖

地域活動支援セ圖囲
ンター

サービス内容

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を

提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓

練を行う

圖 就労支援を受けて通常の事業所に新たに雇用され

た障害者に、3年聞、就労の継続に必要な相談、指

導等の支援を行う

圖・・障害者囲・・障害児

福祉ホーム

障害者等を通わせ、創作的活動または生産活動の機

会を提供、社会との交流の促進等提供する施設で、

地域の実情に応じ、市町村が創意工夫により柔軟な

運用、事業を実施するごとができる

児童発達支援

圖

条例

居宅訪問型児童

発達支援

事為万数

昭.31時点

住居を求めている障害者を対象に、低額な料金で、

居室その他の設備を利用させるとともに、,日常生活

に必要な支援の提供を行う

①③

医療型児童発達

支援

囲

13

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団生活へ.の適応訓練などの支援を行う

放課後等デイサ

ービス

①③

囲 重度障害の状態等で外出が著しく困難な障害児に、

自宅を訪問し、日常生活動作の指導、知識技能の付

与、訓練等を行う

46

保育所等訪問支

援

①

囲 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練などの支援や治療を行う

母子生活支援施

設

囲 授業の終了後または休校日に、児童発達支援センタ

一等の施設に通わせ、生活能力向上の訓練、社会と

の交流促進などの支援を行う

④

囲

7

保育所等を訪問し、障害児に障害児以外の児童との

集団生活への適応のための専門的な支援などを行う

⑤

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子

及びその者の監護すべき児童を入所させて、これら

の者を保護するとともに、二れらの者の自立の促進

のためにその生活を支援し、あわせて退所した者に

ついて相談その他援助を行う

⑦ 幻

⑦ 2

⑦

⑦

3

76
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(5)主な改正点[該当条文は準用を除く]

(ア)全体的に共通する内容[児童基準、経過措置を除く]

1立1゛

【ハラスメント・対策】

従業者の適正な就業環境を確保するため、'事業

者等に対し適切なハラスメント対策の実施を義

務付ける。

改生内容

参酌すべき基準

【業務継続に向けた取組み】

2 感染症や災害が発生した場合、事業者等が必要

なサービスを継続的に提供するため、業務継続に

向けた計画等の策定、研修、訓練の実施等を義務

付ける。

子,唾,'1,↓」「一

;腔織、・灘聾滞欝獣当黨麹鱸WN藩工

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

④地域活動基準

但井餅止ホーム基準

⑥支援基準

⑦指定通所基準

【非常災害対策】

従うべき基準

3 災害対応は地域との連携が不可欠なため、事業

者等は訓練の実施にあたり地域住民との連携に

努める。

4

第34条第4項

第47条第4項

第25条第4項

第 15条第2項

第 13条第2項

第37条第4項

第39条第4項

参酌すべき基準

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

④地域活動基準

恒幅祉ホーム基準

⑥支援基準

⑦指定通所基準

【感染症対策】

4 感染症の発生やまん延の予防等を徹底するた

め、事業者等は委員会の開催、指針の整備、研修・

訓練の実施を義務付ける。

従うべき基準

第34条の2

第47条の2

第25条の2

第 16条の 2

第 14条の 2

第37条の2

第39条の2

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

④地域活動基準

恒井勘止ホーム基準

⑥支援基準

⑦指定通所基準

第72条第3項

第49条第3項

第8条第3項

第5条第3項

第6条第3項

第7条第3項

第41条第3項

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

④地域活動基準

恒幅ネ止ホーム基準

⑥支援基準

⑦指定通所基準

第35条第3項他

第50条第2項

第27条第2項他

第 17 条第2項

第15条第2項

第39条第2項

第42条第2項
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【虐待防止対策】

5 利用者の虐待防止等のため、'事業者等は担当者

及び委員会を設置し、従業者に対する研修の実施

を義務付け.る。

従うべき基準

(イ)条例ごとで固有の内容[経過措置を除く]

●指定福祉基準、指定支援基準、福祉基準、支援基準、指定通所基準

【身体拘束等の禁止】

¥"懲幾t熱,,i詠当条離讐,.1辺,,、.,,

身体拘束等の適正化を図るため次の措置を義

務付ける。

・委員会を定期的に開催

・指針の整備

・従業者への研修の実施

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

④地域活動基準

恒瓶祉ホーム基準

⑥支援基準

⑦指定通所基準

改正内容

従うべき基準

第41条の2

第59条の 2

第32条の2

第20条の2

第 18条の 2

第45条の2

第46条第2項

●指定福祉基準、指定支援基準、福祉基準、支援基準

【就労定着支援体制】

利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、

就労定濳支援事業者との連絡調整に努める。

また、利用者に対する相談等の支援について、テ

レビ電話の利用等により行うことも可能とする。

改征内容

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

⑥支援基準

⑦指定通所基準

参酌すべき基準

該当条度

第36条の2

第53条第3項

第28条第3項

第41条第3項

第45条第3項

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

⑥支援基準

該当条攻

第幻条D2鯉項也

第聞条第3・4項

矧4条D2鯉項也

第羽条第3・4項

5
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●指定福祉基準、福祉基準

【就労継続支援A型事業所における自己評価及び公表に関する事項】

事業者等は自己評価を行い、結果の公表を義務

付ける。

^1内容

●指定福祉基準、指定支援基準、福祉基準、支援基準、指定通所基準、児童基準

【従業者及び職員の要件】

"御

柔軟な福祉人材の確保を可能とするため、就労

移行支援事業所に配置される就労支援員の常勤

要件を削除する。

玲'ヅ蚤1鷺鴛

改正内容

障害児への支援強化のため、従業者の資格要件

を見直し、医療的ケアを必要とする障害児を受け

入れる場合、看護職員の配置を義務付ける。

^縫峨、^翻i'1

従うべき基準

①指定福祉基準

③福祉基準

母子生活支援施設の心理療法担当職員の資格

要件に係る規定を、基準にあわせて見直す。

参酌すべき基準

(6)施行日令和3年4月1日

第袷4条の3

第71 条の3

'

①指定福祉基準

②指定支援基準

③福祉基準

⑥支援基準

該当,条度

⑦指定通所基準第6条第1~3鳴也

第163条第5項

第5条第20項

第63条第6項

第11条第21項

⑧児童基準 第.26条第3項

6
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2 新旧対照表

分類

従うべき基

参酌すべき基準

法的効果

必・適合しなけれぱなら

ない準

十分に参照しなけれぱな

らない基準

①長崎市指定害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例(平成25年長崎市条例第4号)

条例(現行)条例(改正)

害福祉サーピス事業者の一般原(指定害福祉サービス事業者の一般原(指定

貝11)

第3条[略]

2 [略]

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用

者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

任者を、る必要な体制の整備を

行うとともに、その従業者に対し、研修

を実施する等の措置をずるよう努めな

けれぱならない。

基準の例

務に向けた取組み

感染症対策

ハラスメント対策

非常災害対策

貝リ)

第3条[略]

2 [略]

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用

者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施する等の措置

をじなけれぱならない。

(運営規程)

第32条指定居宅介護業者は、指定居宅

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程

(第36条第1項において「運営規程」と

いう。)を定めなけれぱならない。

n)~⑨[略]

など

など

(勤務体制の確保等)

第34条[略]

[略]2 ・ 3

[新設]

(勤務体制の確保等)

第34条[略]

[略]2 ・ 3

4 旨定宅介、業者は、適切な指

宅介の提確保する観点から、職

においてれる性的な一動又は越的

な係背とした言動でつて業上

(運営規程)

第32条指定居宅介事業者は、指定居宅

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の

営についての重要事項に関する運営規程

(第36条において「運営規程」という。)

を定めなけれぱならない。

a)~⑨[略]



条例(改正案)

必かつ当な範超えたものにより

従業者の就業環境が害されることを防止

るための方針の明確化の必な

を講じなけれぱならない。

(業務継続計画の策定等)

宅 は34 の2

の生において用や

宅の 的ににる

るための及ぴ ので

るための計以下「の

計とい' し当

計にい必な じな

けれぱならない。

宅 は にし

るととも計について知

び1 的にナ'こ

しなけれぱならない。

宅 的には

にじてーし、のし

計の 'ものとる

のの

2

条例(現行)

3

[新設]

(衛生管理等)

第35条[略]

2 [略]

3

(衛生管理等)

第35条[略]

2 [略]

[設]

生し

に'け

の止のための

(テレピ

P 下「テレ

して

において

はまんしないよ'に

じなけれぱならない

宅1 当

ぴまんの

る

宅

る

は

のに

こと

における

止のための

とい'

'ことができるものと

るとともに的に

に知ついて

宅当

びまんのの

ること

ビ

宅
又

当
が
に



3

の

的に

(掲示)

第36条[略]

当

条例(改正案)

宅

にし

止のための

ること

る

の

において

ぴまん

ぴ

2 宅

る項記

業所に

でも

り、同項の

ができる。

業は、 1項に定す

宅介した書面当

え付け、かつ、これいつ

に自由にさせることによ

定による示に代えること

条例(現行)

(掲示)

第36条指定居宅介護事業者は、指定居宅

介護事業所の見やすい所に、運営規程

の概要、従業者の勤務体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなけれぱならな

し、。

[新設]

(身体拘束等の禁止)

宅36 の2

宅のにたつては

の生又ははの

ためやむない ^

的 の の

(以下「

つてはならない。

宅

とい'

はやむず

'ムにはの

の心ののの

にやむない理の必な

しなけれぱならない

宅 は

正ヒるため次にげる

じなけれぱならない。

の正化のための

(テレビる
^^

ことができるものとして゛

るとともに的にる

に知のについて

2

は

の

き

[新設]

又
る

び
び



条例(改正案)

ること

ること

にし

のための研

と

3

の適正化のための

(虐待の防止)

41 の2

の生又はの

にげる

宅1 当

の止のための

テレビ

ができるものと

るとともに

的に

の適正化

るこ

は

止るため

じなけれぱならない

に'ける

る

宅

('用)

第44条第10条から前条までの規定は、

重度訪問介護に係る指定障害福祉サービ

スの業について準用する。この場合に

おいて、第 10条第1項中「第32 条」と

あるのは「第"条第1項において準用す

る第32条」と、第21 条第2項中「次条

第1項」とあるのは「第44条第1項にお

いて準用する次条第1項」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第

44 条第1項において準用する第 22 条第

2項」と、第26条第1号中「次条第1項」

とあるのは「第44条第1項において準用

する次条第1項」と、第27条第1項中「第

6条第2項」とあるのは「第8条におい

て用する第6条第2項」と、第31条第

3項中「第27 条」とあるのは「第44条

条例(現行)

にし

的に

3 2 に

るための当

当

゛

図る二と

宅

して

的に

について

[設]

1こ'し、て

の止のための

ること

1る こ

(準用)

第U条第10条から 1条までの規定は、

重度訪問介に係る指定害福祉サービ

スの事について準用する。この場合に

おいて、第 10条第1項中「第32条」と

あるのは「第44条第1項において用す

る第32条」と、第21 条第2項中「次条

第1項」とあるのは「第44条第1項にお

いて準用する次条第1項」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第

44 条第1項において準用する第 22条第

2項」と、第26条第1号中「次条第1項」

とあるのは「第44条第1項において準用

する次条第1項」と、第27条第1項中「第

6条第2項」とあるのは「第8条におい

て準用する第6条第2項」と、第31条第

3項中「第27 条」とあるのは「第44条

^

こと

くこと

る
の

こ



'

第1項において準用する第27条」と、第

32条中「第36条第1項」とあるのは「第

44 条第1項において準用する第 36 条第

1項」と、第33条中「食事等の介護」と

あるのは「食事等の介護、外出時におけ

る移動中の介護」とする。

2 第10条から第32条まで及び第34条か

ら前条までの規定は、同行援護及び行動

援護に係る指定障害福祉サービスの事業

について準用する。この場合において、

第 10条第1項中「第32条」とあるのは

「第 44 条第2項において準用する第 32

条」と、第21条第2項中「次条第1項」

とあるのは「第44条第2項において準用

する次条第1項」と、第24条第2項中「第

22 条第2項」とあるのは「第 44 条第2

項において準用する第22条第2項」と、

第26条第1号中「次条第1項」とあるの

は「第44条第2項において準用する次条

第1.項」と、第27条第1項中「第6条第

2項」とあるのは「第8条において準用

する第6条第2項」と、第31条第3項中

「第 27条」とあるのは「第44条第2項

において準用する第27条」と、第32条

中「第 36 条第1項」とあるのは「第 44

条例(改正案)

(準用)

第49条第5条第1項及ぴ第4節(第22条

第 1項、第23条、第24条第1項イ第28条、

第33条及び第44条を除く。)の規定は、

基準該当居宅介護の事業について準用す

る。この場合において、第円条第1項中

「第32条」とあるのは「第49条第 1項に

おいて準用する第32条」と、第21条第2

項中「次条第1項から第3項まで」とあ

るのは「第49条第1項において準用する

次条第2項及び第3項」と、第24条第2

項中「第22条第2項」とあるのは「第49

第1項において準用する第27条」'と、第

32条中「第36条」とあるのは「第44条

第1項において準用する第36条」と、第

33条中「食事等の介護」とあるのは「食

事等の介護、外出時における移動中の介

護」とする。

2 第10条から第32条まで及び第34条か

ら前条までの規定は、同行援護及び行動

援護に係る指定障害福祉サービスの事業

について準用する。この場合において、

第 10 条第1項中「第32条」とあるのは

「第 44 条第2項において準用する第 32

条」と、第21条第2項中「次条第1項」

とあるのは「第44条第2項において準用

する次条第1項」と、第24条第2項中「第

22 条第2項」とあるのは「第 44 条第2

項において準用する第22条第2項」と、

第26条第1号中「次条第1項」とあるの

は「第44条第2項において準用する次条

第1項」と、第27条第1項中「第6条第

2項」とあるのは「第8条において準用

する第6条第2項」と、第31条第3項中

「第 27 条」とあるのは「第 44条第2項

において準用する第27条」と、第32条

中「第36 条」とあるのは「第 44条第2

条例(現行)

条第2項において準用する第 36 条第1

墓」とする。

(準用)

第49条'第5条第1項及び第4節(第22条

第1項、第23条、第24条第1項、第28条、

第33条、第36条の2,及ぴ第44条を除く。)

11

の規定は、基準該当居宅介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第10

条第1項中「第32条」とあるのは「第49

条第1項において準用する第32条」と、

第21条第2項中「次条第1項から第3項

まで」とあるのは「第49条第1項におい

て準用する次条第2項及ぴ第3項」と、

第24条第2項中「第22条第2項」とある

項において準用する第36条」とする。



のは「第49条第1項において準用する第

22条第2項」と、第26条第1号中「次条

第1項」とあるのは「第49条第1項にお

いて準用する次条第1項」と、第27条第

1項中「第6条第2項」とあるのは「第

45条第3項」と、'第31条第3項中「第27

条」とあるのは「第49条第1項において

準用する第27条」と、第32条中「第36条

第1項」とあるのは「第49条第1項にお

いて準用する第36条第1項」とする。

条例(改正案)

2 第5条第2項から第4項まで並ぴに第

4節(第22条第1項、第23条、第24条

第 1項、第28条、第33条、第36条の2

及び第44条を除く。)並びに第45条か

ら前条までの規定は、重度訪問介護、同

行援護及ぴ行動援護に係る基準該当障害

福祉サービスの事業について準用する。

この場合において、第10条第1項中「第

32 条」とあるのは「第49、.条第2項にお

いて準用する第32条」と、第21 条第2

項中「次条第1項から第3項まで」'とあ

るのは「第49条第2項において準用する

次条第2項及び第3項」と、第24条第2

項中「第 22 条第2項」とあるのは「第

49 条第2項において準用する第 22 条第

2項」と、第26条第1号中「次条第1項」

とあるのは・「第49条第2項において準用

する次条第1項」と、第27条第1項中「第

6条第2項」とあるのは「第45条第3項」

と、第31 条第3項中「第 27 条」とある

のは「第.49条第2項において準用する第

27条」と、第32条中「第36条第1項」

条第1項において準用する第22条第2

項」と、第26条第1号中「次条第1項」

とあるのは「第49条第1項において準用

する次条第1項」と、第27条第1項中「第

6条第2項」・とあるのは「第45条第3項」

と、第31条第3項中「第27条」とあるの

は「第49条第1項において準用する第27

条」と、第32条中「第36条」とあるのは

「第49条第1項において準用する第36

条」とする。

2.第5条第2項から第4項まで並びに第

4節(第22条第 1項、第23条、第24条

第1項、第28条、第33条及び第44条を

除く。)並びに第45条から前条までの規

定は、重度訪問介護、同行援護及び行動

援護に係る基準該当障害福祉サービスの

事業について準用する。この場合におい

て、第 10条第1項中「第 32条」とある

のは「第49条第2項において準用する第

32 条」と、第 21 条第2項中「次条第1

項から第3項まで」とあるのは「第49条

第2項において準用する次条第2項及び

第3項」と、第 24 条第2項中「第 22 条

第2項」とあるのは「第49条第2項にお

いて準用する第 22 条第2項」と、第 26

条第1号中「次条第1項」とあるのはr第

49 条第2項において準用する次条第1

項j と、第27条第1項中「第6条第2項」

とあるのは「第 45 条第3項」と、第 31

条第3項中「第 27 条」とあるのは「第

49 条第2項において準用する第 27 条」

と、第32条中「第36条」とあるのは「第

49 条第2項において準用する第 36 条」

条例(現行)

12

とあるのは「第49条第2項において準用

する第36条第1項」と、前条第1項第2

号中「第 45 条第3項」とあるのは「第

49 条第2項において準用する第45 条第

3項」と、前条第2項中「次条第1項」

とあるのは「次条第2項」とする。

(療養介護計画の作成等)

と、前条第1項第2号中「第45条第3項」

とあるのは「第49条第2項において準用

する第45条第3項」と、前条第2項中「次

条第 1項」とあるのは「次条第2項」,と

する。

(療養介護計画の作成等)



条例(改正案)

第60条[略]

[略]2~4

5 サービス管理任者は、療養介計画

の作成に係る会議(利用者に対する指定

療養介護の提供に当たる担当者等を招集

して行う会議をいい、テレビ電話装置等

,用して行うことができるものとす

る。)を開催し、前項に規定する療養介

護計画の原案の内容について意見を求め

るものとする。

6~10 [略]

(非常災対策)

第72条[略]

2 指定療養介事業者は、非常災害に備

えるため、定期的に避難訓練、救出訓練

その他必要な訓練を行わなけれぱならな

し、。

[新設]

(運営規程)

第69条指定療養介事業者は、指定療養

介護事業所ごとに、次に掲げる業の運

営についての重要事項に関する運営規程

(第74条第1項において「運営規程」と

第60条[略]

[略]2~4

5 サービス管理任者は、療介護計画

の作成に係る会議(利用者に対する指定

療介護の提供に当たる担当者等を招集

して行う会議をいう。)を開催し、前項

に規定する療養介護計画の原案の内容に

ついて見を求めるものとする。

いう。)を定めなけれぱならない。

Π)~ao)[略]

条例(現行)

(勤務体制の確保等)

第70条[略]

[略]2 ・ 3

4 定療介業者は、適切な定療

介の提供確保する観点から、

において行れる性的な号動又は越的

な としたーでつて業上

必要かつ当な範囲超えたものにより

業の業境がされること止

るための方の明化等の必要な措

をじなけれぱならない。

6~10

13

(営規程)

第69条指定療養介事業者は、指定療養

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程

(第74条において「運営規程」という。)

を定めなけれぱならない。

Ⅱ)~⑩[略]

[略]

(非常災害対策)

第72条[略]

2 [略]

(勤務体制の確保等)

第70条[略]

[略]2 ・ 3

[新設]

3指 介、業者は、前項に定す

る訓練の実施に当たつて、地域住民の参



条例(改正案)

加が'られるよ'連に努めなけれぱな

らない。

(衛生管理等)

第73条[略]

2 指定療養介護事者は、当整指定療養

介護事所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまんしないように次に

じなけれぱならない。げる

にお1 る1 当

びまん延のの
^

る

び

止のための

レビ

できるものと

るとともに

に知

[新]

でも

り、同項の

ができる。

(衛生管理等)

第73条[略]

2 指定療養介護事者は、指定養介

事所において感染症又は食中が発生

し、又はまんしないように必な

るよ'めなけれぱならない。

[新]

び

止のための

3当

条例(現行)

当

,用して'ことが

的に

のについて

ること

る

業は、 1項に

した書面当該出定

え付けかつこれいつ

に自由にさせることによ

による示に代えること

にし

及ぴまんの

の

における

ぴまんのの

ること

において

症び の

止のための研並ぴ

ぴまんの止のた

的に ること

(掲示)

第74条指定療介護業者は、指定養

介護業所の見やすい所に、運規程

の概要、従業者の務体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなけれぱならな

し、。

[新、]

(身体的拘束等の禁止)

(掲示)

第74条[略]

14

[新]

2

る

定療

項を

業所に

テ

の

に
め



第75条

条例(改正案)

削除

条例(現行)

第75条指定介事は、

介の提に当たつては、利用者又は他

の利用者の生命又は身 するため

緊急やむ'ない合を除き 的

束の他利用の行動制限する行為

(以下「体的束等とい')行

つてはならない。

(記録の整備)

第刀条[略]

2 指定療養介護事業者は、利用者に対す

る指定療養介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から5年

間保存しなければならない。

a)~③[略]

④次において用る 36 の2第

2里に規定する身体拘東等の記録

(5)・⑥[略]

2 業は、やむ'ず

体的束行う合は、の態及び

間、のの利用者の心身の状況並び

に急やむをない理由その他必要な

項記しなけれぱならない。

(準用)

第78条第 10条、第 12条、第 13条、第

15 条から第 18 条まで、第 21 条、第」4
の2、 36条の2から 38 ( 2

項を除く。)まで及び第 39 条から第丑!

条の至まで及ぴ第43条の2の規定は、指
定療養介護の事業について準用する。こ

の場合において、第 10 条第1項中「第

32条」とあるのは「第 69条」と、第21

条第2項中「次条第1項」とあるのは「第

56条第1項」とする。

(記録の整備)

第刀条[略]

2 指定療養介事業者は、利用者に対す

る指定療介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から5年

間保存しなけれぱならない。

n)~(3)[略]

④第 75 条第2項に規定する身体堕拘
束等の記録

(5)・⑥[略]

(職場への定着のための支援笠の実施)

第幻条の2 [略]

2 指定生活介業は、当該ヒ生活

介業が提するヒ生活

(準用)

第78条第 10条、第 12条、第 13条、第

15 条から第 18 条まで、第 21 条、第 37

条、第38条第1項、第39条から第41 条

まで及ぴ第43条の2の規定は、指定療養

介護の事業について準用する。この場合

において、第 10条第1項中「第 32 条」

とあるのは「第 69 条」と、第21 条第2

項中「次条第1項」とあるのは「第56条

第1項」とする。

(職場への定着のための支援の実施)

第87条の2 [略]

[新設]
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条例(改正案)

けて通常の事業所に新たに用された障

害者が、第194 の2に定するヒ

の利用を望る合には、

前にめる支が終了した日以後速や

支受けられるかに当該指定

よ' 194 の3第1 に定する

定就労定支事者との連整に努

めなけれぱならない。

(運営規程)

第91条指定生活介護事業者は、指定生活

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程

(第94条第1項において「営規程」と

いう。)を定めなけれぱならない。

n)~⑫[略]

(衛生管理等)

第92条[略]

2 指定生活介事者は、当指定生活

介護事業において感染又は食中が

発生し、又はまんしないように次に

じなけれぱならない。1る

における生1 当

びまん延のの

条例(現行)

(運営規程)

第91条指定生活介護事者は、指定生活

介業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程

(^において「営規程」という。)
を定めなけれぱならない。

a)~aの[略]

び

止のための

レビ

できるものと

とともに

に知

(衛生管理等)

第92条[略]

2 指定生活介護業は、指定生活介護

事において感染症又は食中毒が発生

し、又はまんしないように__な

よ'めなければならない。

び

止のための

3当

当

,して'ことが

的に

のについて

ること

る

生

にし

ぴまん

に症の

めの

生, における

びまんのの

ること

において

び の

の止のための並ぴ

びまんの止のた

ること的に

^

(掲示)(掲示)

16

[新]

テ



第94条

条例(改正案)

[略]

2 指定生活介護事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定生活介

護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えること

ができる。

(準用)

第 95 条第 10条から第 18 条まで、第 20

条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、.第 29

条、第34条の2、第36条の2から第42

第94条指定生活介護事業者は、指定生活

介護事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、従業者の勤務体制、前条の協力

医療機関その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなけれぱならない。

[新設]

条まで、第43条の2、第59条から第能

条まで、第68条、第70条から第72条ま

で、第76条及び第刀条の規定は、指定

条例(現行)

生活介護の事業について準用する。この

場合において、第 10 条第1項中「第 32

条」とあるのは「第91 条」と、第21 条

第2項中「次条第1項」とあるのは「第

84 条第1項」と、第 24 条第2項中「第

22 条第2項」とあるのは「第 84 条第2

項」と、第59条第1項中 r次条第1項」

,とあるのは「第鮖条において準用する次

条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「生活介護計画」と、第60条中「療

養介護計画」とあるのは「生活介護計画」

と、第 61 条中「前条」とあるのは「第

95 条において準用する前条」と、第刀

条第2項第1号中「第60条第1項」とあ

るのはT第 95 条において準用する第 60

条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「生活介護計画」と、同項第2号中

「第55 条第1項」とあるのは「第 95条

において準用する第20条第1項」と、同

項第3号中「第 67 条」とあるのは「第

(準用)

第 95 条第 10条から第 18条まで、第 20

条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 29

条、第37条から第42条まで、第43条の

2、第59条から第62条まで、第68条、

第70条から第72条まで及び第75条から

第刀条までの規定は、指定生活介護の事

業について準用する。この場合において、

第 10条第1項中「第32条」とあるのは

「第 91 条」と、第 21 条第2項中「次条

第1項」とあるのは「第84条第1項」と、

第24条第2項中「第22条第2項」とあ

るのは「第84条第2項」と、第弱条第

1項中「次条第1項」とあるのは「第95

条において準用する次条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「生活介護計画」

と、第60条中「療養介護計画」とあるの

は「生活介護計画」と、第61条中「前条」

とあるのは「第鮖条において準用する前

条」と、第刀条第2項第1号中「第 60

条第1項」とあるのは「第鮖条において

準用する第60条第1項」と、「療養介護

計画」とあるのは「生活介護計画」と、

同項第2号中「第55条第1項」とあるの

は「第95条において準用する第20条第

1項」と、同項第3号中「第67条」とあ

るのは「第90条」と、同項第4号中「第
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90条」と、同項第4号から第6号まで中

「次条」とあるのは「第95条」とする。

条例(改正案)

(準用)

第95条の5 第 10条から第12条まで、第

14 条から第 18 条まで、第 20 条、第 21

条、第 23 条、第 24 条、第 29 条、第34

条の2、第36条の2、第37条、第38条

第2項、第39条から第42条まで、第43

条の2、第52条、第59条から第61条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、

第76条、第刀条、第 79条、第81・条及

18

ぴ前節(第85条第2項から第4項まで、

第86条、第93 条及び第95条を除く。)

の規定は、共生型生活介護の事業につい

て準用する。この場合において、第79条

中「、創作的活動又は生産活動の機会の

提供その他の便宜」とあるのは.「その他

の便宜」とする。

75 条第2項とある.のは「第 95 条にお

いて準用する第75条第2項と、同項第

5号及び第6号中「次条・」とあるのは「第

条例(現行)

95条」とする。

(準用)

第95条の5 第10条から第12条まで、第

14 条から第 18 条まで、第 20 条、第 21

条、第 23 条、第 24 条、第 29 条、第 37

条、第38条第2項、第39条から第42条

まで、第43条の2、第52条、第59条か

ら第61条まで、第卵条、第70条から第

72条まで、第75条から第刀条まで、第

(準用)

第 110、条第 10条、第 12条から第 18 条ま

で、第 20 条、第 21 条、第,23 条、第 24

条、第29条、第30条、第34条の2、第

36条の2から第43条の2まで、第62条、

第能条、第70条、第72条、第76条、

第89条及び第92条から第94条までの規

定は、指定短期入所の事業について準用

する。この場合において、第10条第1項

中「第 32条」とあるのは「第.108 条」と、

第21条第2項中「次条第1項」とあるの

は「第 105条第1項」と、第24条第2項

中「第22条第2項」とあるのは「第 105

条第2項」と、第叫条第1項中「前条」

79条、第81条及び前節(第85条第2項

から第4項まで、第86条、第93条及び

第95条を除く。)の規定は、共生型生活

介護の事業について準用する。この場合

において、第79条中「、創作的活動又は

生産活動の機会の提供その他の便宜」と

あるのは「その他の便宜」とする。

(準用)

第 110条第 10条、第 12条から第 18条ま

で、第 20 条、第 21 条、第 23 条、第 24

条、第 29 条、第 30 条、第 37 条から第

とあるのは「第 110条において準用する

前条」とする

(準用)

43条の2まで、第62条、第舶条、第70

条、第 72 条、第 75 条、第 76 条、第的

条及ぴ第92条から第94条までの規定は、

指定短期入所の事業について準用する。

この場合において、第10条第1項中「第

32条」とあるのは「第 108条」と、第 21

条第2項中「次条第1項」とあるのは「第

105条第1項」と、第24条第2項中「第

22条第2項」とあるのは「第105条第2

項」と、第94条中「前条」とあるのは「第

110条において準用する前条」とする

(準用)



第 110条の4 第 10 条、第 12条、第 14条

から第 18条まで、第20条、第21 条、第

23 条、第 24 条、第 29 条、第 30 条、第

34条の2、第36条の2、第37 条、第38

条例(改正案)

条第2項、第39条から第43条の2まで、

第52条、第62条、第68条、第 70条か

ら第 72 条まで、第 76 条、第 89 条、第

92条から第94条まで、第99条及び前節

(第 109 条及び第 110 条を除く。)の規

定は、共生型短期入所の事業について準

用する。

(準用)

第123条第.10条から第22条まで、第24

条、第29条、第30条、第34条(第1項

第Π0条の4 第 10条、第 12条、第 14条

から第 18条まで、第20条、第21 条、第

23 条、第 24 条、第 29 条、第 30 条、第

37 条、第38条第2項、第39条から第43

条の2まで、'第52条、第62条、第能条、

第 70 条から第 72 条まで、第 75 条、第

及び第2項を除く。)から第43条の2ま

で及び第68条の規定は、指定重度障害者

等包括支援の事業について準用する。こ

の場合において、第 10 条第1項中「第

32 条」とあるのは「第 122 条」と、第 21

条第2項中「次条第1項」とあるのは「第

123条において準用する次条第1項」と、

第 24条第2項中・「第22条第2項」とあ

るのは「第123条において準用する第22

条第2項」とする。

条例(現行)

76 条、第 89 条、第 92 条から第 94 条ま

で、第 99 条及び前節(第 109 条及び第

110 条を除く。)の規定は、共生型短期

入所の事業について準用する。

(準用)

第149条第 10条から第21 条まで、第23

条、第24条、第29条、第34条の2、第

(準用)

第 123条第 10条から第22条まで、第24

条、第 29 条、第 30 条、第 35 条から第

36条の2から第42条まで、第43条の2、

43 条の2まで及ぴ第 68 条の規定は、指

定重度障害者等包括支援の事業について

準用する。この場合において、第10条第

1項中「第32条」とあるのは「第 122条」

と、第21条第2項中「次条第1項」とあ

るのは「第 123条において準用する次条

第1項」と、第24条第2項中「第 22条

第2項」とあるのは「第 123 条において

準用する第22条第2項」とする。

第 59 条から第 62 条まで、第 68 条、第

70 条から第 72 条まで、第 76 条、第刀

条及ぴ第釘.条の2から第94条までの規
定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業

について準用する。この場合において、

第 10 条第1項中「第32 条」とあるのは

「第149条において準用する第91条」と、

第21条第2項中「次条第1項」とあるの

は「第 146条第1項」と、第24条第2項

中「第22条第2項」とあるのは「第 146

(準用)

第149条第 10条から第21 条まで、第23

条、第 24 条、第 29 条、第 37 条から第

42条まで、第43条の2、第59条から第

62 条まで、第 68 条、第 70 条から第 72

条まで、'第75条から第刀条まで及ぴ第

87 条の2から第 94 条までの規定は、指

定自立訓練(機能訓練)の事業について

準用する。この場合において、第10条第

1項中「第32条」とあるのは「第 149条

において準用する第91 条」と、第 21 条

第2項中「次条第1項」とあるのは「第

146条第1項」と、第24条第2項中「第

22条第2項」とあるのは「第 146条第2
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条第2項」と、第59条第1項中「次条第

1項」とあるのは「第 149 条において準

用する次条第1項」と、「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」

と、第60条中「療養介護計画」とあるの

は「自立訓練(機能訓練)計画」と、同

条第8項中「6月」とあるのは「3月」

と、第 61'条中「前条」とあるのは「第

149 条において準用する前条」と、第 7フ

条第2項第1号中「第60条第1項」とあ

るのは「第149条において準用する第60

条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「自立訓練(機能訓練)計画」と、

同項第2号中「第55条第1項」とあるの

は「第149条において準用する第20条第

1項」と、同項第3号中「第67条」とあ

るのは「第149条において準用する第90

条」と、同項第4号から第6号まで中「次

条例(改正案)

項」と、第59条第1項中「次条第1項」

とあるのは「第 149 条において準用する

次条第1項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、

第60条中「療養介護計画」とあるのは「自

立訓練(機能訓練)計画」と、同条第8

項中「6月」とあるのは「3月」と、第

61条中「前条」とあるのは「第 149条に

おいて準用する前条」と、第刀条第2項

第1号中「第60条第1項」とあるのは「第

149条において準用する第60条第1項」

と、「療養介護計画」とあるのは「自.立

訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号

中「第55条第1項」とあるのは「第 149

条において準用する第20条第・1項」と、

同項第3号中「第67条」とあるのは「第

条例(現行)

条」とあるのは「第 149条」と、第91 条

中「第94条第 i項」とあるのは「第 149

条において準用する第94条第1項」と、

第94条第1項中「前条」とあるのは「第

149条において準用する前条」とする。

(準用)

第 149条の 4 第 10 条から第 12条まで、

第 14 条から第 21 条まで、第 23 条、第

24 条、第 29 条、第34 条の2、第 36 条

20

の2、第37条、第38条第2項、第39条

から第42条まで、第43条の2、第52条、

第 59 条から第劇条まで、第 68 条、第

70 条から第 72 条まで、第 76 条、第刀

149条において準用する第90条」と、同

項第4号中「第75条第2項'とあるのは

「第149条において準用する第75条第2

須ι上.、同項第5号及び第6号中「次条」

条、第81条、第釘条の2から第92条ま

で、第94条、第 142条及ぴ前節(第 147

条第1項及び第2項、第 148 条並ぴに第

149 条を除く。)の規定は、共生型自立

訓練(機能訓練)の事業について準用す

る。

とあるのは「第 149条」と、第91 条中「第

94条」とあるのは「第 149条にお'いて準

用する第94条」と、第 94条中「前条」

とあるのは「第 149条において準用する

前条」とする。

(準用)

第 149 条の 4 第 10 条から第 12 条まで、

第 14 条から第 21 条まで、第 23 条、第

24 条、第 29 条、第 37 条、第 38 条第2

項、第39条から第42条まで、第43条の

2、第52条、第59条から第61 条まで、

第 68 条、第 70 条から第 72 条まで、第

75 条から第刀条まで、第 81 条、第釘

条の2から第92条まで、第94条、第142

条及び前節(第147条第1項及び第2項、

第 148条並ぴに第 149条を除く。)の規

定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事

業について準用する。



(記録の整備)

第158条[略]

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、

利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)

の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけ

れぱならない。

Π)~③[略]

④次条において準用する 36条の2

第2項に規定する身体拘束等の記録
⑤・(6)[略]

条例(改正案)

(準用)

第 159条第 10条から第19条まで、第21

条、第24条、第29条 34条の2、第
36条の2から第42条まで、第43条の2、

第 59 条から第 62 条まで、第 68 条、第

70 条から第 72 条まで、第 76 条、第釘

条の2から第94条まで、第147条及び第

148 条の規定は、指定自立訓練(生活訓

練)の事業について準用する。この場合

において、第 10条第1項中「第32条」

とあるのは「第 159 条において準用する

第91 条」と、第 21 条第2項中「次条第

1項から第3項まで」とあるのは「第157

条第1項から第4項まで」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第

157条第2項」と、第59条第1項中「次

条第1項」とあるのは「第 159 条におい

て準用する次条第1項」と、「療養介護

計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)

計画」と、第60条中「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練(生活訓練)計画」

と、同条第8項中「6月」とあるのは「3

月」と、第61条中「前条」とあるのは「第

159 条において準用する前条」と、第 91

条中「第 94 条第1項」とあるのは「第

159条において準用する第94条第1項」

と、第94条第1項中「前条」とあるのは

(記録の整備)

第158条[略]

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、

利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)

の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年聞保存しなけ

れぱならない。

n)~③[略]

④次条において準用する第 75 条第2

項に規定する身体的拘束等の記録
(5)・⑥[略]

条例(現行)

(準用)

第 159条第10条から第 19条まで、第21

条、第 24 条、第 29 条、第 37 条から第

42条まで、第43条の2、第59条から第

62 条まで、第 68 条、第 70 条から第 72

条まで、第乃条、第76条、第87条の2

から第94条まで、第 147条及び第 148条

の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の

事業について準用する。この合におい

て、第 10条第1項中「第32条」とある

のは「第159条において準用する第91条」

と、第21条第2項中「次条第1項から第

3項まで」とあるのは「第 157 条第1項

から第4項まで」と、第24条第2項中「第

22条第2項」とあるのは「第 157条第2

項」と、第59条第1項中「次条第1項」

とあるのは「第 159条において準用する

次条第1項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、

第60条中「療養介計画」とあるのは「自

立訓練(生活訓練)計画」と、同条第8

項中「6月」とあるのは「3月」と、第

61条中「前条」とあるのは「第 159条に

おいて準用する前条」と、第91条中「第

9生条」とあるのは「第159条において準
用する第94条」と、第 94条中「前条」

とあるのは「第 159条において準用する



「第

る。

条例(改正案)

159条において準用する前条」とす

(準用)

第 159条の4 第 10条から第 12条まで、

第 14 条から第 19 条まで、第 21 条、第

24 条、第 29 条、第 34条の2、第 36 条

の2、第37条、第38条第2項、第39条

から第42条まで、第43条の2、第52条、

第 59 条から第 61 条まで、第卵条、第

70 条から第 72 条まで、第 76 条、第 81

条、第87条の2から第92条まで、第94

条、第 147 条第3項及ぴ第4項、第 152

条並ぴに前節(第 159 条を除く。)の規

定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事

業について準用する。

条例(現行)

前条」とする。

(従業者の員数)

第163条[略]

2~4 [ 1

[削る]

(準用)

第 159条の4 第 10条から第 12条まで、

第 14 条から第 19 条まで、第 21 条、第

24 条、第 29 条、第 37 条、第38 条第2

項、第39条から第42条まで、第43条の

2、第52条、第59条から第引条まで、

第聞条、第 70 条から第 72 条まで二上第

1旦条、第76 条、第 81 条、第釘条の2
から第92条まで、第94条、第 147条第

3項及び第4項、第152条並びに前節(第

159 条を除く。)の規定は、共生型自立

訓練(生活訓練)の事業について準用す

る。

5 [略]

(認定指定就労移行支援業所の従業者

の員数)

第164 [略】

2 前項各の従業者及びその員数につい

ては、前条第2 から 5 までの定

を用する

(職場への定着のための支援等の施)

第170条[略]

2 指定就労移行支援事業者は、利用者が、

第194 の2に定する定

の利用望る合には、 1項に定

める支が了した日以後速やかに当該

支受けられるよ'、定

194 の3第1 にする定労定

との連整行なけれ

(従業者の員数)

163条[]

[略12~4

5 1 2号の

人'上は常でなけ

6 [略]

(認定指定就労移行支援事業所の従者

の員数)

第164条[]

2 前各の従者及びその員数につい

ては、前条第2項から 4 までび

6 の定を用する。

の'ち

ばナ'らない

(職への定のための声援の実施)

第170条[略]

[新設]



ぱならない。

(準用)

第 172条第 10条から第 18条まで、第20

条、第 21 条、第 24 条、第 29 条、第 34

条の2、第 36条の2から第42条まで、

条例(改正案)

第43条の2、第59条から第62条まで、

第能条、第 70条から第 72 条まで、第

76条、第刀条、第 86 条、第釘条、第

88条から第94条まで、第 146条、第 147

条及ぴ第 157 条の2の規定は、指定就労

移行支援の事業について準用する。この

場合において、第 10 条第1項中「第 32

条」とあるのは「第 172条において準用

する第91 条」と、第21 条第2項中「次

条第1項」とあるのは「第 172 条におい

て準用する第 146条第1項」と、第24条

第2項中「第22条第2項」とあるのは「第

172条において準用する第146条第2項」

と、第59条第1項中「次条第1項」とあ

るのは「第 172条において準用する次条

第1項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、第60条中「療

養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、同条第8項中「6月」とある

のは「3月」と、第61 条中「前条」とあ

るのは「第172条において準用する前条」

と、第刀条第2項第1号中「第60条第

1項」とあるのは「第 172 条において準

用する第60条第1項」と、「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」と、

同項第2号中「第55条第1項」とあるの

は「第172条において準用する第20条第

1項」と、同項第3号中「第67条」とあ

るのは「第172条において準用する第90

条」と、同項第4号から第6号まで中「次

(準用)

第 172条第 10条から第 18条まで、第20

条、第 21 条、第 24 条、第 29 条、第 37

条から第42条まで、第43条の2、第59
条から第62条まで、第韶条、第70条か

ら第72条まで、第75条から第刀条まで、

条例(現行)

第部条、第釘条、第88条から第94条

まで、第 146 条、第 147 条及び第 157 条

の2の規定は、指定就労移行支援の事業

について準用する。この場合において、

第 10 条第1項中「第32条」とあるのは

「第172条において準用する第91条」と、

第21条第2項中「次条第1項」とあるの

は「第 172条において準用する第 146条

第1項」と、第 24条第2項中「第 22 条

第2項」とあるのは「第 172 条において

準用する第146条第2項」と、第59条第

1項中「次条第1項」とあるのは「第172

条において準用する次条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、第60条中「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と、同条

第8項中「6月」とあるのは「3月」と、

第61 条中「前条」とあるのは.「第172条

において準用する前条」と、第77条第2

項第1号中「第60条第1項」とあるのは

「第172条において準用する第60条第1

項」と、「療養介護計画」とあるのは「就

労移行支援計画」と、同項第2号中「第

55条第,1項」とあるのは「第 172条にお

いて準用する第20条第1項」と、同項第

3号中「第67条1とあるのは「第172条

において準用する第90条」と、同項第4

条」とあるのは「第172条」と、第91 条

中「第94条第1項」とあるのは「第 172

条において準用する第94条第1項」と、

第94条第1項中「前条」とあるのは「第

号中「第 75 条第2項とあるのは「第

172条において準用する第75条第2項

と、同項第5号及ぴ第6号中「次条」と

あるのは「第 172条」と、第91 条中「第

94条」とあるのは「第172条において準
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172条において準用する前条」と、第157

条の2第1項中「支給決定障害者(指定

宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働

大臣が定める者」とあるのは「支給決定

障害者(厚生労働大臣が定める者」と、

同条第2項中「支給決定障害者(指定宿

泊型自立訓練を受ける者及ぴ厚生労働大

臣が定める者」とあるのは「支給決定障

害者(厚生労働大臣が定める者」とする。

条例(改正案)

(職場への定着のための支援等の実施)

第183条[略]

2 指定就労継続支援A型事業者は、利用

用する第 94条」と、第 94 条中「前条」

者が、第194条の2に規定する指定就労

とあるのは「第 172条において準用する

前条」と、第 157 条の2第1項中「支給

決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び厚生労働大臣が定める者」とあ

るのは「支給決定障害者(厚生労働大臣

が定める者」と、同条第2項中「支給決

定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける

者及ぴ厚生労働大臣が定める者」とある

のは「支給決定障害者(厚生労働大臣が

定める者」とする。

定着支援の利用希望する場合には、前

項に定める支援が終了した日以後速やか

条例(現行)

に当該指定就労定着支援受けられるよ

就労定着支援事業者との連絡調整に努め

第 194条の3第1項に規定する旨定

なけれぱならない。

第184条の3 指定就労継続支援A型事業

(厚生労働大臣が定める項の評価等)

者は、指定就労継続支援A型事業所ごと

(職場への定着のための支援等の実施)

第183条[略]

[新設]

に、おおむね1年に1回以上、利用者の

労働時間その他の当該旨定就労継続支援

A 型事業所の運営状況に関し必要な事項

として厚生労働大臣が定める事項につい

て、厚生労働大臣が定めるところにより、

自ら評価行い、その結果をインター才

ツトの利用その他の方法により公表しな

けれぱならない。

(準用)

第 185条第 10条から第 18条まで、第20

条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 29

条、第34条の2、第36条の2から第42

[新設]

条まで、第43条の2、第59条から第62

(準用)

第 185条第 10条から第 18条まで、第20

条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 29

条、第37条から第42条まで、第43条の

2、第59条から第62条まで、第68条、
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条まで、第68条、第70条から第72条ま

で、第 76 条、第刀条、第認条から第

90条まで、第92条から第94条まで、第

146条、第 147条及び第 171 条の規定は、

指定就労継続支援A型の事業について準

用する。この場合において、第10条第1

項中「第32条」とあるのは「第184条の

2」と、第21 条第2項中「次条第1項」

とあるのは「第 185 条において準用する

第 146条第1項」と、第24条第2項中「第

22条第2項」とあるのは「第 185条にお

いて準用する第 146条第2項」と、第59

条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

185条において準用する次条第1項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援A型計画」と、第60条中「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援A型計

画」と、第61条中「前条」とあるのは「第

185 条において準用する前条」と、第刀

条第2項第1号中「第60条第1項」とあ

るのは「第185条において準用する第60

条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援A型計画」と、同項

第2号中「第55条第1項」とあるのは「第

185条において準用する第20条第1項」

と、同項第3号中「第67条」とあるのは

「第185条において準用する第90条」と、

同項第4号から第6号まで中「次条」'と

条例(改正案)

第70条から第72条まで、・第75条から第

刀条まで、第88条から第90条まで、第

92 条から第 94条まで、第 146 条、第 147

条及ぴ第 171条の規定は、指定就労継続

支援A型の事業について準用する。この

場合において、第 10 条第1項中「第 32

条」とあるのは「第 184 条の2」と、第

21条第2項中「次条第1項」とあるのは

「第 185条において準用する第 146 条第

1項」と、第 24条第2項中「第22条第

2項」とあるのは「第 185 条において準

用する第 146条第2項」と、第59条第1

項中「次条第1項」とあるのは「第 185

条において準用する次条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援

A型計画」と、第60条中「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援A型計画」と、

第61条中「前条」とあるのは「第 185条

において準用する前条」と、第刀条第2

項第1号中「第60条第1項」とあるのは

「第185条において準用する第60条第1

項」と、「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援A型計画」と、同項第2号中

「第郭条第1項」とあるのは「第 185条

において準用する第20条第1項」と、同

項第3号中「第 67 条」とあるのは「第

条例(現行)

あるのは「第 185条」と、第94.条第1項

中「前条」とあるのは「第 185 条におい

て準用する前条」とする。

(準用)

第 190条第 10条から第18条まで、第20

条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 29

条、第34条の2、第36条の2から第42

条まで、第43条の2、第59条から第62

条まで、第舶条、第70条から第72条ま

185条において準用する第90条」と、同

項第4号中「第75条第2項とあるのは

「第185条において準用する第75条第2

項」上.、同項第5号及び第6号中「次条」
とあるのは「第 185条」と、第94条中「前

条」とあるのは「第 185 条において準用

する前条」とする。

(準用)

第 190条第 10条から第 18条まで、第20

条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 29

条、第37条から第42条まで、第43条の

2、第59条から第62条まで、第能条、

第70条から第72条まで、第75・条から第
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でイ第 76 条、第刀条、第 86 条、第朋

条から第94条まで、第 146 条、第'147 条

及び第181条から第183条までの規定は、
指定就労継続支援B型の事業について準

用する。この場合において、第10条第1

項中「第32条」とあるのは「第190条に

おいて準用する第 91 条」と、第 21 条第

2項中「次条第1項から第3項まで」と

あるのは「第 190条において準用する第

146条第2項及び第3項」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第

190条において準用する第146条第2項」

と、第59条第1項中「次条第1項」とあ

るのは「第 190条において準用する次条

第1項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労継続支援B型計画」と、第60条

中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援B型計画」と、第61条中「前条」

とあるのは「第 190条において準用する

前条」と、第刀条第2項第1号中「第

60条第1項」とあるのは「第 190条にお

いて準用する第60条第1項」と、「療養

介護計画」とあるのは「就労継続支援 B

型計画」と、同項第2号中「第55条第1

項」とあるのは「第 190条において準用

する第20条第1項」と、同項第3号中「第

67条」とあるのは「第 190条において準

用する第90条」と、同項第4号から第6

条例(改正案)

刀条まで、第 86 条、第 88 条から第 94

条まで、第 146 条、第 147 条及び第 181

条から第 183条までの規定は、指定就労

継続支援B型の事業について準用する。

この場合において、第10条第1項中「第

32条」とあるのは「第190条において準

用する第91条」と、第21条第2項中「次

条第1項から第3項まで」.とあるのは「第

190 条において準用する第 146 条第2項

及び第3項」と、第 24 条第2項中「第

22条第2項」とあるのは「第 190条にお

いて準用する第 146条第2項」と、第59

条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

190条において準用する次条第1項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援B型計画」と、第60条中「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援B型計

画」と、第61条中「前条」とあるのは「第

190条において準用する前条」と、第刀

条第2項第1号中「第60条第1項」とあ

るのは「第190条において準用する第60

条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援B 型計画」と、同項

第2号中「第55条第1項」とあるのは「第

190条において準用する第20条第1項」

と、同項第3号中「第67条」とあるのは

「第190条において準用する第90条」と上

条例(現行)

号まで中「次条」とあるのは「第 190条」

と、第 91 条中「第 94条第1項」とある

のは「第190条において準用する第94条

第1項」と、第94条第1項中「前条」と
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あるのは「第 190条において準用する前

条」と、第 181 条第 1項中「第 185 条」

とあるのは「第 190 条」と、「就労継続

支援A型計画」とあるのは「就労継続支

援B型計画」とする。

(準用)

同項第4号中「第75条第2項とあるの

は「第190条において準用する第75条第

至須'_』ミ、同項第5号及ぴ第6号中「次
条」とあるのは「第 190条」と、第91 条

中「第94条」とあるのは「第190条にお

いて準用する第94条」と、第94条中「前

条」とあるのは「第 190条において準用

する前条」と、.第 181 条第 1項中「第 185

条」とあるのは「第 190条」と、「就労

継続支援A型計画」とあるのは「就労継

続支援B型計画」とする。

(準用)



第194条第 10条から第 13条まで、第 15

条から第 18条まで、第20条、第21 条、

第24条第2項、第29条、第34条の2、

条例(改正案)

第36条の2から第42条まで、第43条の

2、第52条、第59条から第62条まで、

第 70条、第72条、第76条、第刀条、

第部条、第89条、第90条、第92条か

ら第 94 条まで、第 146 条(第1項を除

<。)、第 147 条、第 181 条から第 183

条まで及び第 186条の規定は、基準該当

就労.継続支援B型の事業について準用す

る。この場合において、第10条第1項中

「第32条」とあるのは「第 192条」と、

第21条第2項中「次条第1項から第3項

まで」とあるのは「第 194条において準

用する第 146 条第2項及び第3項」と、

第24条第2項中「第22条第2項」とあ

るのは「第194.条において準用する第146

条第2項」と、第59条第1項中「次条第

1項」とあるのは「第 194 条において準

用する次条第1項」と、「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援B型

計画」と、第60条中「療養介護計画」と

あるのは「基準該当就労継続支援B型計

画」と、第61 条中「前条」とあるのは「第

194条において準用する前条」と、第刀

条第2項第1号中「第60条第1項」とあ

るのは「第194条において準用する第60

条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「基準該当就労継続支援B型計画」

と、同項第2号中「第卵条第1項」とあ

るのは「第194条において準用する第20

条第1項」と、同項第3号中「第.67条」

とあるのは「第 194条において準用する

第90条」と、同項第4号から第6号まで

第 194条第 10条から第 13条まで、第 15

条から第 18条まで、第20条、第21 条、

第24条第2項、第29条、第37条から第

42条まで、第43条の2、第52条、第59

条から第62条まで、第70条、第72条、

第乃条から第 77 条まで、第部条、第

条例(現行)

89 条、第 90 条、第 92 条から第 94 条ま

で、第 146 条(第 1項を除く。)、第 147

条、第 181 条から第 183条まで及ぴ第 186

条の規定は、基準該当就労継続支援B型

の事業について準用する。この場合にお

いて、第 10 条第1項中「第 32条」とあ

るのは「第 192条」と、第21 条第2項中

「次条第1項から第3項まで」とあるの

は「第 194条において準用する第 146 条

第2項及び第3項」と、第24条第2項中

「第22条第2項」とあるのは「第194条

において準用する第 146 条第2項」と、

第59条第1項中「次条第1項」とあるの

は「第 194条において準用する次条第.1

項」と、「療養介護計画」とあるのは「基

準該当就労継続支援B型計画」と、第60

条中「療養介護計画」とあるのは「基準

該当就労継続支援B型計画」と、第61条

中「前条」とあるのは「第 194条におい

て準用する前条」と、第刀条第2項第1

号中「第 60 条第 1.項」とあるのは「第

194条において準用する第60条第1項」

と、「療養介護計画」とあるのは「基準

該当就労継続支援B型計画」と、同項第

2号中「・第55条第1項」とあるのは「第

194条において準用する第20条第1項」

と、同項第3号中「第67条」とあるのは

「第194条において準用する第90条」とユ

中「次条」とあるのは「第 194 条」と、

第94条第1項中「前条」とあるのは「第

194条において準用する前条」と、第 181

条第1項中「第 185 条」とあるのは「第

194 条」と、「就労継続支援 A 型計画」

同項第4号中「第75条第2項とあるの

は「第194条において準用する第75条第

至痕ι上ご、同項第5号及び第6号中「次

条」とあるのは「第 194条」と、第叫条

中「前条」とあるのは「第 194 条におい

て準用する前条」と、第 181 条第1項中
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とあるのは「基準該当就労継続支援B型

計画」とする。

条例(改正案)

(職場への定着のための支援等の実施)

第194条の8 [略]

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に

対して、次の各号に定める期問の区分に

応じ、当該各号に定めるところにより、

前項の支援を提供しなけれぱならない。

川就労定着支援の提供を開始した日か

ら1月以内次のとおりとする。

ア 1回以上、当該利用者に対して対

「第 185条」とあるのは「第 194 条」と、

「就労継続支援A型計画」とあるのは「基

準該当就労継続支援B型計画」とする。

面又はテレビ電話"置等を用いる方

り行うとともに、 1回以上、当該利

用者に対して電話等により行うよう

努めること。

イ 1回以上、当該利用者を雇用した

通常の事業所の事業主を訪問するこ

とにより当該利用者の職場での状況

を把握するよう努めるとともに、 1

回以上、当該事業主に対し電話等に

より当該利用者の職場での状況を把

握するよう努めること。

②前号の期間以外の期問 1月に1回

以上、当該利用者に対して対面又はテ

法その他の対面に相当する方法によ

条例(現行)

(職場への定着のための支援の実施)

第194条の8 [略]

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に

対して、次の各号に定める期間の区分に

応じ、当該各号に定めるところにより、

前項の支援を提供しなけれぱならない。

a)就労定着支援の提供を開始した日か

ら1月以内次のとおりとする。

ア 1回以上、当該利用者に対して対

面により行う.とと、もに、 1 回以上、
当該利用者に対して電話等により行

うよう努めること。

レビ電話"置等用いる方法その他の

対面に相当する方法により行うととも

に、'1月に1回以上、当該利用者を雇

用した通常の事業所の事業主を訪問す

ることにより当該利用者の職場での状

況を把握するよう努めること。

イ 1回以上、当該利用者を雇用した

通常の事業所の事業主を訪問するこ

とにより当該利用者の職場での状況

を把握するよう努めるとともに、 1

回以上、当該事業主に対し電話等に,

より当該利用者の職場での状況を把

握するよう努めること。

②前号の期間以外の期問 1月に1回

以上、当該利用者に対して対面により

行うとともに、 1月に1回以上、当該

利用者を雇用した通常の事業所の事業

主を訪問することにより当該利用者の

職場での状況を把握するよう努めるこ

と。

(準用)

第 194条の 12 10条から第24条まで、第

30 条、第 34 条から第 36 条まで、第 37

条から第42条まで、第43条の2、第59

条、第60条、第62条及び第68条の規定

は、指定就労定着支援の事業について準

(準用)

第 194条の 12 10 条から第24条まで、第

30 条、第 34 条から第 42 条まで、第 43

条の2、第59条、第60条、第62条及び

第能条の規定は、指定就労定着支援の事

業について準用する。この場合において、
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条例(改正)

用する。この場合において、第10条第1

項中「第32条」とあるのは「第194条の

10」と、第21 条第2項中「次条第1項」

とあるのは「第194条の 12において準用

する次条第1項」と、第24条第2項中「第

22条第2項」とあるのは「第 194条の 12

において準用する第22条第2項」と、第

59条第1項中「次条第1項」とあるのは

「第194条の12において準用する次条第

1項」と、「療養介護計画」とあるのは

「就労定着支援計画」と、第60条中「療

養介計画」とあるのは「就労定着支援

計画」とする。

条例(現行)

第 10条第1項中「第32条」とあるのは

「第 194 条の 10」と、第 21 条第2項中

「次条第1項」とあるのは「第 194 条の

12において準用する次条第1項」と、第

24 条第2項中「第 22 条第2項」とある

のは「第194条の12において準用する第

22 条第2項」と、第 59 条第1項中「次

条第1項」とあるのは「第194条の 12に

おいて準用する次条第1項」と、「療養

介護計画」とあるのは「就労定着支援計

画」と、第60条中「療養介計画」とあ

るのは「就労定着支援計画」とする。

(準用)

第194条の20 第10条から第24条まで、

第 30 条、第 34 条から第 36 条まで、第

37条から第42条まで、第43条の2、第

59 条、第60条、第 62 条、第鉛条、第

194条の6、第 194条の 10及び第 194条

の11の規定は、指定自立生活援助の事業

について準用する。この場合において、

第 10条第1項中「第32条」とあるのは

「第194条の20において準用する第194

条の 10」と、第 21 条第2項中「次条第

1項」とあるのは「第194条の20 におい

て準用する次条第1項」と、第60条中「療

養介護計画」とあるのは「自立生活援助

計回」と、同条第8項中「6月」とある

のは「3月」とする。

(準用)

第194条の20 第10条から第24条まで、

第 30 条、第 34 条から第 42 条まで、第

43 条の2、第59条、第60条、第62条、

第聞条、第 194 条の6、第 194条の 10

及び第194条の11の規定は、指定自立生

活援助の事業について準用する。この

合において、第10条第1項中「第32条」

とあるのは「第194条の20において準用

する第 194 条の 10」と、第 21 条第2項

中「次条第1項」とあるのは「第 194 条

の20において準用する次条第1項」と、

第60条中「療養介護計画」とあるのは「自

立生活援助計画」と、同条第8項中「6

月」とあるのは「3月」とする。

(従業者の員数)

196条[賂1

2 [略]

3 1項各にげる共同生,助

の従者は、専ら指定共同生活

助事所の務に従事・る者でなけれ1

ならない。ただし、利用者の支援に支

がない場合は、この限りでない。

(従業者の員数)

196条[略]

2 [略]

3 1項各にげる共同生,助

の従者は、ら指定共同生活助事

の務に従事・る者でなけれぱならな

い。ただし、利用者の支援に支障がなし

合は、この限りでない。



条例(改正案)

(勤務体制の確保等)

第200条[略]

[略]2~5

6 定共同生,助者は、適切な

定共同生,助の提供確する観点か

において行れる性的な'動又
^

ら、

とした号でつは越的な関係

超えたもて業上必かつ相当な

のにより業者の業境が害されるこ

と止するための方の明確化の必

要な措置じなけれぱならない。

及ぴ第 157 条の2の規定は、指定共同生

活援助の事について用する。この

合において、第10条第1項中「第32条」

とあるのは「第199条の3」と、第21 条

第2項中「次条第1項」とあるのは「第

198条の4第1項」と、第24条第2項中

「第22条第2項」とあるのは「第198条

の4第2項」と、第60条中「療介護計

画」とあるのは「共同生活援助、画」と、

第刀条第2項第1号中「第60条第1項」

とあるのは「第201条において準用する

第60条第1項」と、「養介護計画」と

あるのは「共同生活援助計画」と、同項

第2号中「第55条第1項」とあるのは「第

201条において準用する第55条第1項」

と、問項第3号中「第67条」とあるのは

「第201条において準用する第90条」とユ

同項第4号中「第75条第2項」とあるの

は「第201 において用する第75

2項」と、同項第5号及ぴ第6号中「次

条」とあるのは「第201条」と、第94条

(準用)

第201 条第 10条、第 12条、第 13条、第

15 条から第 18 条まで、第 21 条、第 24

条、第29条、第34 の2、第36条の2

から第42条まで、第43条の2、第55条、

第60条、第62条、第船条、第72条、

第76条、第刀条、第90条、第92条、

第94条及び第157条の2の規定は、指定

共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、第10条第1項中「第

32条」とあるのは「第 199条の3」と、

第21条第2項中「次条第1項」とあるの

は「第198条の4第1項」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第

198条の4第2項」と、第60条中「療

介計画」とあるのは「共同生活援助計

画」と、第刀条第2項第1号中「第 60

条第1項」とあるのは「第201 条におい

て用する第60条第1項」と、「療養介

護計画」とあるのは「共同生活援助画」

と、同項第2号中「第55条第1項」とあ

るのは「第201条において準用する第55

条第1項」と、同項第3号中「第67条」

とあるのは「第201 条において'用する

第90条」と、同項第4号から第6号まで

中「次条」とあるのは「第 201 条」と、

第94条第1項中「前条の協力医療機関」

とあるのは「第200条の4第1項の協力

条例(現行)

(勤務体制の確保等)

第200条[略]

2~5 [略]

[新設]

(準用)

第 201 条第 10条、第 12条、第 13条、第

15 条から第 18 条まで、第 21 条、第 24

条、第29条、第37条から第42条まで、

第 43 条の2、第弱条、第 60条、第 62

条、第 68 条、第 72 条、第 75 条から第

刀条まで、第90 条、第92条、第 94条



条例(改正案)

医療機関及び同条第2項の協力歯科医療

機関」と、第 157 条の2第1項中「支給

決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び厚生労働大臣が定める者に限

る。」とあるのは「支給決定障害者(入

居前の体的な指定共同生活援助を受け

ている者を除く。」と、同条第2項中「支

給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び厚生労働大臣が定める者を除

<。」とあるのは「支給決定障害者(入

居前の体的な指定共同生活援助を受け

ている者に限る。」とする。

条例(現行)

中「前条の協力医療機関」とあるのは「第

200 条の4第1項の協力医療機関及び同

条第2項の協力歯科医療機関」と、第157

条の2第1項中「支給決定障害者(指定

宿泊型自立訊練を受ける者及び厚生労

大臣が定める者に限る。」とあるのは「支

給決定障害者(入居前の体験的な指定共

同生活援助を受けている者を除く。」と、

同条第2項中「支給決定障者(指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大

臣が定める者を除く。」とあるのは「支

給決定障害者(入居前の体験的な指定共

同生活援助を受けている者に限る。」と

する。

(従業者の員数)

第201条の4 [略]

[略]2 ・ 3

4 1項及び 2項に定する日サー

ビス型共同生,助 の従

者は、ら日中サービス支援型指定共

同生活援助事の務に従事・る者で

なけれぱならない。ただし、利用者の支

擾に支がない合は、このりでない。

5 第1項及び第2項に定・る日サー

ビス型共"生, の従

者のうち、1人以上は、勤でなけれ

ぱならない。

(準用)

第 201 条の 11 第 10 条、第 12 条、第 13

条、第15条から第 18条まで、第21 条、

第 24条、第 29 条、第 34 条の2、第 36

条の2から第42条まで、第43条の2、

第55条、第60条、第62条、第68条、

第72条、第76条、第刀条、第90条、

第 92 条、第 94条、第 157 条の2、第 198

条の2から第 198 条の6まで及び第 199

条の3から第200条の4までの規定は、

日中サービス支援型指定共同生活援助の

(従業者の員数)

第201条の4 [略]

2・3 []

4 第1 及ぴ 2 に定・る日サー

ビス型共生,助の従

は、ら日中サービス支型指定共同生

活助事の務に従事する者でなけ

れぱならない。ただし、利用者の支援に

支がない合は、二の限りでない。

5 1 及び 2 に定・る日サー

ビス型共0生,助の従者の

うち、1人以上は、勤でなけれぱなら

ない。

(準用)

第 201 条の 11 第 10 条、第 12 条、第 13

条、第 15条から第 18条まで、第21 条、

第24条、第29条、第37条から第42条

まで、第43条の2、第55条、第60条、

第62条、第68条、第72条、第75条か

ら第刀条まで、第 90 条、第 92 条、第

94条、第 157条の2、第 198条の2から

第198条の6まで及び第199条の3から

第 200条の4までの規定は、日中サービ

ス支援型指定共同生活援助の事業につい



条例(改正案)

事業について準用する。この場合におい

て、第 10条第1項中「第32条」とある

のは「第201条の11において準用する第

199条の3」と、第21 条第2項中「次条

第1項」とあるのは「第201条の11 にお

いて準用する第 198 条の4第1項」と、

第24条第2項中「第22条第2項」とあ

るのは「第201条の11において準用する

第 198条の4第2項」と、第60条中「療

養介護計画」とあるのは「日中サービス

支援型共同生活援助計画」と、第刀条第

2項第1号中「第60条」とあるのは「第

201条の11において読み替えて準用する

第60条」と、「療介護画」とあるの

は「日中サービス支援型共同生活援助計

画」と、同項第2号中「第55条第1項」

とあるのは「第201条の11 において準用

する第55条第1項」と、同項第3号中「第

釘条」とあるのは「第 201 条の 11 にお

いて準用する第90条」と、同項第4号か

ら第6号まで中「次条」とあるのは「第

201条の IU と、第94条第1項中「前条

の協力医療機関」とあるのは「第201 条

の11において準用する第200条の4第1

項の協力医機関及ぴ同条第2項の協力

歯科医療機関」と、第 157 条の2第1項

中「支給決定者(指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び厚生労働大臣が定める

者に限る。」とあるのは「支給決定害

者(入居前の体的な日中サービス支援

型指定共同生活援助を受けている者を除

<。」と、同条第2項中「支給決定障

者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び

厚生労働大臣が定める者を除く。」とあ

るのは「支給決定害者(入居前の体験

的な日中サービス支援型指定共同生活援

助を受けている者に限る。」とする。

条例(現行)

て準用する。この場合において、第10条

第1項中「第32条」とあるのは「第201

条の11 において準用する第199条の3」

と、第21条第2項中「次条第1項」とあ

るのは「第201条の11 において準用する

第198条の4第1項」と、第24条第2項

中「第22条第2項」とあるのは「第201

条の11において準用する第198条の4第

2項」と、第60条中「療介護計画」と

あるのは「日中サービス支援型共同生活

援助計画」と、第刀条第2項第1号中「第

60 条」とあるのは「第 201 条の 11 にお

いて、み替えて準用する第60条」と、「療

養介護計画」とあるのは「日中サービス

支援型共同生活援助計画」と、同項第2

号中「第弱条第1項」とあるのは「第

201 条の 11 において準用する第 55条第

1項」と、同項第3号中「第67条」とあ

るのは「第201条の11において準用する

第90条」と、同項第4号中「第75条第

2項とるのは「第201 の11におい

て準用する第75条第2.項Lと、同項第旦

号及び第6号中「次条」とあるのは「第

201条の IU と、第94条中「前条の協力

医療機関」とあるのは「第201条の11 に

おいて準用する第200条の4第1項の協

力医機関及び同条第2項の協力歯科医

療機関」と、第 157 条の2第1項中「支

給決定害者(指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び厚生労働大臣が定める者に限

る。」とあるのは「支給決定害者(入

居前の体験的な日中サービス支援型指定

共同生活援助を受けている者を除く。」

と、同条第2項中「支給決定害者(指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労

働大臣が定める者を除く。」とあるのは

「支給決定障者(入居前の体験的な日

中サービス支援型指定共同生活援助を受

けている者に限る。」とする。



条例(改正案)

(従業者の員数)

201条の14 []

2 [ 1

3 1項各号に掲げる外サービス用

型共同生,助 Fの従者は、

ら外部サービス利用型指定共同生活援

助事所の職務に従事する者でなけれぱ

ならない。ただし、利用者の支に支障

がない合は、この限りでない。

(勤務体制の確保等)

第201条21 [略]

[略]2~4

5 外サービス利用型旨定共同生活助

業者は適切な外サービス利用型ヒ

確る点か定共同生,援助の

ら、職において行われる性的な言動又

は越的な 背とした一動であつ

て業上必かつ当な囲を超えたも

のにより従業者の就業環がされるこ

と止するための方の明確化の必

じなけれぱならない。な

条例(現行)

(従業者の員数)

第201条の14 [略]

2 [略]

3 1 各号にげる外サービス

型指定共同生活援助の従者は、ら外

部サービス利用型指定共同生活援助事

所の務に従事・る者でなけれぱならな

い。ただし、利用者の支に支がなし

場合は、二の限りでない。

(準用)

第 201 条 22 第 12 条、第 13 条、第 15 条

から第 18条まで、第21 条、第24条、第

29条、第34条の2、第36条の2から第

(勤務体制の確保等)

第201条21 [略]

[略]2~4

[新設]

42条まで、第43条の2、第55条、第60

条、第 62 条、第 68 条、第 72 条、第!旦
条、第刀条、第 90 条、第 92 条、第 94

条、第 157条の2、第 198条の2から第

199 条の2まで及び第 200 条の2から第

200 条の4までの規定は、外部サービス

利用型指定共同生活援助の事業について

準用する。この場合において、第21条第

2項中「次条第1項」とあるのは「第201

条の22において準用する第198条の4第

1項」と、第24条第2項中「第22条第

2項」とあるのは「第201条の22におい

て準用する第 198条の4第2項」と、第

(準用)

第 201 条 22 第 12 条、第 13 条、第 15 条

から第18条まで、第21条、第24条、第

29 条、第 37 条から第 42 条まで、第 43

条の2、第55条、第60条、第62条、第

68条、第 72条、第75条から第刀条ま

で、第 90条、第 92条、第 94条、第 157

条の2、第 198条の2から第 199 条の2

まで及び第 200 条の2から第 200 条の4

までの規定は、外部サービス利用型指定

共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、第21条第2項中「次

条第1項」とあるのは「第201条の22に

おいて準用する第198条の4第1項」と、

第24条第2項中「第22条第2項」とあ

るのは「第201条の22において準用する

第198条の4第2項」と、第60条中「療



条例(改正案)

60条中「療養介護計画」とあるのは「外

部サービス利用型共同生活援助計画」と、

第刀条第2項第1号中「第60条」とあ

るのは「第201条の22において準用する

第60条」と、「療養介護、画」とあるの

は「外部サービス利用型共同生活援助計

画」と、同項第2号中「第55条第1項」

とあるのは「第201条の22において準用

する第55条第1項」と、同項第3号中「第

67 条」とあるのは「第 201 条の 22 にお

いて準用する第90条」と、同項第4号か

ら第6号まで中「次条」とあるのは「第

201 条の22」と、第94条第1項中「前条

の協力医療機関」とあるのは「第201 条

の22において準用する第200条の4第1

項の協力医療機関及び同条第2項の協力

歯科医機関」と、第 157 条の2第1項

中「支給決定害者(指定宿泊型自立 11

練を受ける者及び厚生労働大臣が定める

者に限る。」とあるのは「支給決定害

者(入居前の体的な外部サービス利用

型指定共同生活援助を受けている者を除

<。」と、同条第2項中「支給決定害

者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び

厚生労働大臣が定める者を除く。」とあ

るのは「支給決定害者(入居前の体験

的な外部サービス利用型指定共同生活援

助を受けている者に限る。」と、第 199

条第3項中「当該指定共同生活援助事業

所の従業者」とあるのは「当該外部サー

ビス利用型指定共同生活援助業所及ぴ

受託居宅介護サービス事所の従業者」

とする。

条例(現行)

養介護計画」とあるのは「外部サービス

利用型共同生活援助計画」と、第刀条第

2項第1号中「第60条」とあるのは「第

201 条の 22 において準用する第 60 条」

と、「療養介護計画」とあるのは「外部

サービス利用型共同生活援助画」と、

同項第2号中「第郭条第1項」とあるの

は「第 201 条の 22 において準用する第

55 条第1項」と、同項第3号中「第 67

条」とあるのは「第201条の22において

準用する第90条」と、同項第4号中「第

75条第2項とるのは「第201 の22

において準用る 75条第2 と、同

項 5号及び第6号中「次条」とあるの

は「第 201 条の 22」と、第 94 条中「前

条の協力医療機関」とあるのは「第 201

条の22において準用する第200条の4第

1項の協力医療機関及ぴ同条第2項の協

力歯科医療機関」と、第 157条の2第1

項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び生労働大臣が定め

る者に限る。」とあるのは「支給決定

害者(入居前の体験的な外部サービス利

用型指定共同生活援助を受けている者を

除く。」と、同条第2項中「支給決定

害者(指定宿泊型自立 1練を受ける者及

ぴ厚生労働大臣が定める者を除く。」と

あるのは「支給決定害者(入居前の体

験的な外部サービス利用型指定共同生活

援助を受けている者に限る。」と、第199

条第3項中「当該指定共同生活援助事

所の従者」とあるのは「当外部サー

ビス利用型指定共同生活援助業所及び

受託居宅介護サービス業所の従者」

とする。

(従業者の員数等に関する特伊D

第202条多機能型による指定生活介事

業、指定自立訓練(機能訓)事業、

指定自立訓練(生活臘)事業所、指定

(従業者の員数等に関する特伊D

202条機能型による指定生活介護

所、指定自立訓練(機能桝練)事、

指定自立訓練(生活 11 )事業、指定



条例(改正案)

労移行支事業、指定労支援

A型事・所及び指定労支 B型事

所(指定就労支援B型事者が指

定労支 B型の事業を行う事所

をいう。)並びに指定児童発達支事業

、指定型児童発支事(指

条例 70条第1項に規定通支

定する指定医療型児童発達支事を

いう。次において同じ。)及ぴ指定放課

(以下「・機能後等デイサービス事

型事所」と称する。)は、一体的に事

業を行う多機能型事所の利用定員数の

が20人未満である場合は、第80条^

6項、第 143 条第6項及び第7項、

153条 6 、第 163条 4項並ぴに

174条 4項(第 187 条において用・

る場合を含む。)の規定にかかわら、当

能型事に置くべき従者(医

師及ぴサービス理責任者をく。)のう

ち、1人以上の者をでなけれぱなら

ないとる二とができる。

2 機能型事所(指定児童発支援事

所、指定医療型児発支事及

び指定放課後デイサービス事を・

型として一体的に行うものを除く。

以下このにおいて同じ。)は、第即条

1 第3号及び第7 、 143条 1

項第2 及び 8 、第153条 1 第

3 及び 7項、 163条 1項第3

及び 5 並びに第174条第1項 2号

及び 5 (同及び同の規定を第187

条において用る合をむ。)の定

にかかわら、一体的に事を行う・機

能型事業所のうち厚生労大臣が定める

ものをーの事であるとみなして、当

ーの事とみなされた事に置く

べきサービス理責任のを、次の各

にげる当該・能型事の利用

の数の合計の区分にじ、当各号に定

める数とし、この項の規定により置くべ

条例(現行)

労移行支援事業、指定労続支援

A型事及び指定労支 B型

業所(指定労支援B型事者が指

定労支援B型の事を行う事所

をいう。)並ぴに指定児童発支援事業

、指定療型児童発達支援事所(指

定通所支援条例第70条 1 に

定する指定医療型児童発支援 を

いう。次項において同じ。)及び指定放課

後デイサービス事・所(以下「・機能

型事所」と総称る。)は、一体的に事

を行う・機能型事の利用定員数の

合計が20人未満である場合は、 80条

6 、 143条 6項及び 7項、

153条第6 、第163条 4 び 5

痩並ぴに第 174条 4項(第 187条にお
いて準用する場合をむ。)の定にかか

能型事業所に置くべきわら、当

従者(師及ぴサービス理責任者を

除く。)のうち、1人以上の者を常でな

けれぱならないとすることができる。

2 機能型事(指定児童発支援事

、指定医型児発支事及

ぴ指定放課デイサービス事を

能型として一体的に行うものを除く。

以下このにおいて同じ。)は、第80

第1項第3 及び第7 、 143条 1

項 2 及び第8項、第 153条第1項第

3 及び 7項、第163条第1 3号

及ぴ第旦童並びに 174条第1 第2
及ぴ第5項(同及び同の定を 187

において用・る場合をむ。)の規定

にかかわら、一体的に事を行う・

能型事所のうち厚生労大臣が定める

ものをーの事であるとみなして、当

ーの事業とみなされた事所に置く

べきサービス管理責任者の数を、次の

号にげる当 能型事の利用者

の数の合の区分にじ、当各に定

める数とし、この項の規定により置くべ



条例(改正案)

きものとされるサービス理責任者のう

ち、1人以上は、常勤でなけれぱならな

いと・ることができる。

U)・②[略]

(準用)

第210条第10条から第13条まで、第15条か

ら第18条まで、第20条、第21条、第24条

第2項、第29条、第34条の2、第36条の

2から第42条まで、第43条の2、第59条

から第62条まで、第68条、第70条から第

72条まで、第76条、第77条、第83条、

部条から第90条まで、第91条(第10号を

除く。)及び第92条から第94条までの規

定は、特定基準該当障害福祉サービスの

事業について準用する。この場合におい

て、第10条第1項中「第32条」とあるの

は「第210条第1項において準用する第91

条」と、第16条中「介護給付」とある

のは「特例介護給付費又は特例訓練等給

付費」と、第21条第2項中「次条第1項

から第3項まで」とあるのは「第210条第

2項において用する第84条第2項及び

第3項、第210条第3項及び第5項におい

て用する第146条第2項及び第3項並

びに第210条第4項において'用する第

157条第2項及び第3項」と、第24条第2

項中「第22条第2項」とあるのは「第210

条第2項において準用する第84条第2

項、第210条第3項及び第5項において準

用する第146条第2項並びに第210条第4

項において準用する第157条第2項」と、

第37条第3項中「指定居宅介護事業者等」

とあるのは「障害福祉サービス事業を行

う者等」と、第42条中「指定居宅介護事

所ごとに経理を区分するとともに、指

定居宅介護の事業の会計をその他の事業

の会計と」とあるのは「その提供する特

定基準該当障害福祉サービスの事業ごと

に、その会を」と、第59条第1項中「次

条例(現行)

きものとされるサービス理責任者のう

ち、 1人以上は、常勤でなけれぱならな

いと・ることができる。

(1)・②[]

(準用)

第210条第10条から第13条まで、第15条か

ら第18条まで、第20条、第21条、第24条

第2項、第29条、篁31条から第42条まで、
第43条の2、第59条から第61条まで、第

能条、第70条から第72条まで、第刀条、

第83条、第91条(第10号を除く。)及び

第94条の規定は、特定基準該当害福祉
サービスの事業について準用する。この

場合において、第10条第1項中「第32条」

とあるのは「第210条第1項において準用

する第91条」と、第16条中「介護給付」

とあるのは「特例介護給付費又は特例訓

練等給付費」と、第21条第2項中「次条

第1項から第3項まで」とあるのは「第

210条第2項において準用する第84条第

2項及び第3項、第210条第3項及び第5

項において準用する第146条第2項及び

第3項並びに第210条第4項において準

用する第157条第2項及ぴ第3項」と、第

24条第2項中「第22条第2項」とあるの

は「第210条第2項において準用する第84

条第2項、第210条第3項及ぴ第5項にお

いて準用する第146条第2項並びに第210

条第4項において用する第157条第2

項」と、第37条第3項中「指定居宅介

事業者等」とあるのは「福祉サービ

ス事業を行う者等」と、第42条中「指定

居宅介護事所ごとに経理を区分すると

ともに、指定居宅介護の事業の会計をそ

の他の事の会計と」とあるのは「その

提供する特定準骸当害福祉サービス

の事業ごとに、その会計を」と、第59条

第1項中「次条第1項」とあるのは「第

210条第1項において準用する次条第1



条第1項」とあるのは「第210条第1項に

おいて準用する次条第1.項」と、「療養

介護計画」とあるのは「特定基準該当障

害福祉サービス計画」と、第60条中「療

養介護計画」とあるのは「特定基準該当

障害福祉サービス計画」と、同条第8項

中「6月」とあるのは「6月(特定基準

該当障害福祉サービス計画のうち特定基

準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画

又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)

に係る計画にあつては、 3月)」と、第

61条中「前条」とあるのは「第210条第1

項において準用する前条」と、第刀条第

2項第1号中「第60条第1項」とあるの

は「第210条第1項において準用する第60

条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「特定基準該当障害福祉サービス計

画」と、同項第2号中「第55条第オ項」

とあるのは「第210条第1項において準用

する第20条第1項」と、同項第3号中「第

67条」とあるのは「第210条第1項におい
て準用する第90条」と、同項第4号から

条例(改正案)

項」と、「療養介護計、画」とあるのは「特

定基準該当障害福祉サービス計画」と、

第60条中「療養介護計画」とあるのは「特

定基準該当障害福祉サービス計画」と、

同条第8項中「6月」とあるのは「6月

(特定基準該当障害福祉サービス計画の

うち特定基準該当自立訓練(機能訓練)

に係る計画又は特定基準該当自立訓練

(生活訓練)に係る計画にあつては、 3

月)」と、第61条中「前条」とあるのは

「第210条第1項において準用する前条」

と、第刀条第2項第1号中「第60条第1

項」とあるのは「第210条第1項において

準用する第60条第1項」と、「療養介護

計画」とあるのは「特定基準該当障害福

祉サフビス計画」と、同項第2号中「第

55条第1項」とあるのは「第210条第1項

において準用する第20条第1項」と、同

項第3号中「第67条」とあるのは「第210

条第2項から第5項までにおいて準用す

条例(現行)

第6号まで中「次条」、とあるのは「第210

条第1項」と、第90条第2号中「介護給

付又は特例介護給付費とあるのは「特

例介謹盤付堂^、第94条第1項中'「前
条」とあるのは「第210条第1項におし、て

準用する前条」とする。

2 第79条、第84条(第1項を除く。)・、

第85条'(第5項を除く。)、第86条及ぴ
第87条の規定は、特定基準該当障害福祉

サービス事業者(特定基準該当生活介護

の事業を行う者に限る。)について準用

する'この場合において、第79条中「生

活介護に係る指定障害福祉サービス(以

下「指定生活介護」という。)」とある

のは「特定基準該当生活介護」と、第84

条中「指定生活介護」とあるのは「特定

基準該当生活介護」と、第85条第6項中

「指定生活介護事業所」とあるのは「特

中「生活介護に係る指定障害福祉サービ

ス(以下「指定生活介護」という。)」

とあるのは「特定基準該当生活介護」と、

る第90条」と、同項第4号中「第75条第

37

2項とあるのは「第210条第2項から第

5項までにおいて準用する第75条第2

項1上..、同項第5号及び第6号中「次条」
とあるのは「第210条第 1 項」と、第94

条中「前条」とあるのは「第210条第2項

から第5項までにおいて準用する前条」

とする。

2 第62条、第75条、第76条、第79条、第

84条(第1項を除く。)、第舗条(第5

項を除く。)、'第86条から第90条まで、

第92条及び第93条の規定は、特定基準該

当障害福祉サービス事業者(特定基準該

当生活介護の事業を行う者に限る。)に

ついて準用する。二の場合において、

75条第1項中「指定療養介護とあるの

は「特定基準該当生活介護と、第79条



定基準該当障害福祉サービス事業所」と

する。

条例(改正案)

3 第142条、第146条(第1項を除く。)、

第147条(第3項を除く。)及ぴ第148条

第2項の規定は、特定基準該当障害福祉

サービス事業者(特定基準該当自立訓練

(機能訓練)の事業を行う者に限る。)

について準用する。この場合において、

第142条中「自立訓練(機能訓練)(省令

第6条の6第1号に規定する自立訓練

(機能訓練)・をいう。以下同じ。)に係

る指定障害福祉サービス(以下「指定自

立訓練(機能訓練)」という。)」とあ

るのは「特定基準該当自立訓練(機能訓

練)」と、第146条中T指定自立訓練(機

能訓練)」とあるのは「特定基準該当自

立訓練(機能訓練)」と、第147条第4項

中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」

とあるのは「特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所」とする。

第84条中「指定生活介護」とあるのは「特

定基準該当生活介護」と、第部条第6項

及び第認条第4項中「指定生活介護事業

条例(現行)

所」とあるのは「特定基準該当障害福祉

サービス事業所」と、第90条第2号中「介

給付費又は特例介二給付費とあるの

は「特例介護給付費と、第92条第2項

中「指定生活介:事業所とあるのは「特

定基準該当障害福祉サービス事業所と

する。

3 第62条、第75条、第76条、第訟条から

第90条まで、第92条、第93条、第142条、

第146条(第1項を除く。)、第147条(第

3項を除く。)及び第148条第2項の規定

は、特定基準該当障害福祉サービス事業

者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)

の事業を行う者に限る。)について準用

する。この場合において、第75条第1項

中「指定療養介護とあるのは「特定基

準該当自立訓練(機能訓練)

条第4項中「指定生活介:事業所とあ

るのは「特定基準該当障害福祉サービス

事業所と、第90条第2号中「介給付

費又は特例介護給付

例訓練等給付費と、第92条第2項中「指

4

定生活介護事業所とあるのは「特定基

第 147 条(第3項を除く。)、第 148

準該当障害福祉サービス事業所と、第

142条中'「自立訓練(機能訓練)(省令第

6条の6第1号に規定する自立訓練(機

能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指

定障害福祉サービス(以下「指定自立訓

練(機能訓練)」という。)」とあるの

は「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」

と、第146条中「指定自立訓練(機能訓練)」

とあるのは「特定基準該当自立訓練(機

能訓練)」と、第147条第4項中「指定自

立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは

「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」とする。

4 第 62条、第75条、第76条、第能条

と、第訟

とあるのは「特

38



条第2項、第 152条及び第巧7 条(第1

項及ぴ第4項を除く。)の規定は、特定

基準該当障害福祉サーピス事業者(特定

基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を

行う者に限る。)について準用する。こ

の場合において、第 147 条第4項中「指

定自立訓練(機能訓練)事業所」とある

のは「特定基準該当障害福祉サービス事

業所」と、第 152 条中「自立訓練(生活

訓練)(省令第6条の6第2号に規定す

る自立訓練(生活訓練)をいう。以下同

じ。)に係る指定障害福祉サービス(以

下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」

とあるのは「特定基準該当自立訓練(生

活訓練)」と、第 157 条中「指定自立訓

練(生活訓練)」とあるのは「特定基準

該当自立訓練(生活訓練)」とする。

条例(改正案)

から第90条まで、'第92条、第93条、第

147 条(第3項を除く。)、第 148 条第

2項、第 152 条及ぴ第 157 条(第1項及

び第4項を除く。)の規定は、特定基準

該当障害福祉サービス事業者(特定基準

該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う

者に限る。)について準用する。この場

合において、第75条第1項中「指定療養

条例(現行)

介護とあるのは「特定基準該当自立訓

練(生活訓練)と、第88条第4項中「指

定生活介護事業所とあるのは「特定基

準該当障害福祉サービス事業所と、第

90条第2号中「介二給付費又は特例介護

給付費とあるのは「特例訓練等給付費

5 第86 条、第 146 条(第 1項を除く。)、

第 147 条(第3項を除く。)、第 181 条

から第 183 条まで、第 186 条及び第 189

条の規定は、特定基準該当障害福祉サー

ビス事業者(特定基準該当就労継続支援

B 型の事業を行う者に限る。)について

準用する。この場合において、第 146条

中「指定自立訓練(機能訓練)」とある

のは「特定基準該当就労継続支援B型」

と、第147条第4項中「キ旨定自立訓練(機

能訓練)事業所」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス事業所」と、第181

と、第92条第2項中「指定生活介こ事業

所とあるのは「特定基準該当障害福祉

サービス事業所と、第 147 条第4項中

「指定自立訓練(機能訓練)事業所」と

あるのは「特定基準該当障害福祉.サービ

ス事業所」と、第 152条中「自立訓練(生

活訓練)(省令第6条の6第2号に規定

する自立訓練(生活訓練)をいう。以下

同じ。)1こ係る指定障害福祉サービス(以

下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」

とあるのは「特定基準該当自立訓練(生

活訓練)」と、第 157 条中「指定自立訓

練(生活訓練)」とあるのは「特定基準

該当自立訓練(生活訓練)」とする。

5 第 62条、第 75 条、第76条、第86 条、

第 88 条から第 90 条まで、第 92 条、

第 146 条(第1項を除く。)、第

(第3項を除く。)、・第 181 条か

ら第 183条まで、第 186 条及び第 189条

の規定は、特定基準該当障害福祉サービ

ス事業者(特定基準該当就労継続支援 B

型の事業を行う者に限る。)について準

用する。この場合において、第75条第1

項中「指定療養介護とあるのは「特定

基準該当就労継続支援B型と、第88条

第4項中「指定生活介二事業所とある
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条第1項中「第 185 条」とあるのは「第

210 条第1項」と、「就労継続支援 A 型

計画」とあるのは「特定基準該当障害福

祉サービス計画」と、第 186 条中「省令

第6条の 10 第2号に規定する就労継続

支援B型(以下「就労継続支援B型」と

いう。)に係る指定障害福祉サービス(以

下「指定就労継続支援B型」という。)」

とあるのは「特定基準該当就労継続支援

B型」とする。

条例(改正案)

のは「特定基準該当障害福祉サービス事

業所と、第90条第2号中「介二給付

又は特例介護給付費とあるのは「特例

条例(現行)

訓練等給付

定生活介護事業所とあるのは「特定基

準該当障害福祉サービス事業所と、第

146 条中「指定自立訓錬(機能訓練)」

とあるのは「特定基準該当就労継続支援

B 型」と、第 147 条第4項中「指定自立

訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特

定基準該当障害福祉サービス事業所」と、

第 181 条第1項中「第 185 条」とあるの

は「第 210 条第1項」と、「就労継続支

援A型計画」とあるのは「特定基準該当

障害福祉サービス計画」と、第 186 条中

「省令第6条の 10 第2号に規定する就

労継続支援 B型(以下「就労継続支援 B

型」という。)に係る指定障害福祉サー

ビス(以下「指定就労継続支援B型」と

いう。)」とあるのは「特定基準該当就

労継続支援B型」とする。

と、第92条第2項中「指

(指定共同生活援助事業所又は日中サー

ビス支援型指定共同生活援助事業所におい

て個人単位で居宅介護等を利用する場合の

特例)

7 第 199 条第3項及び第201 条の8第4

項の規定は、指定共同生活援助事業所又

は日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、重度訪問介護、

同行援護又は行動援護に係る支給決定を

受けることができる者であつて、区分省

令第1条第5号の区分4、同条第6号の

区分5又は同条第7号の区分6に該当す

るものが、共同生活住居内において、当

該指定共同生活援助事業所又は当該日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所

の従業者以外の者による居宅介護又は重

附則
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(指定共同生活援助事業所又は日中サー

ビス支援型指定共同生活援助事業所におい

て個人単位で居宅介護等を利用する場合の

特伊D

7 第 199条第3項及び第201 条の8第4

項の規定は、指定共同生活援助事業所又

は日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、重度訪問介護、

同行援護又は行動援護に係る支給決定を

受けることができる者であつて、区分省

令第1条第5号の区分4、同条第6号の

区分5又は同条第7号の区分6に該当す

るものが、共同生活住居内において、当

該指定共同生活援助事業所又は当該日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所

の従業者以外の者による居宅介護又は重

附則



条例(改正案)

度訪問介護の利用を希望する合につい

ては、令和6年3月31日までの問、当該

利用者については、適用しない。

8 第 199 条第3項及ぴ第201 条の8第4

項の規定は、指定共同生活援助事業所又

は日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、区分省令第1条

第5号の区分4、同条第6号の区分5又

は同条第7号の区分6に該当するもの

が、共同生活住居内において、当該指定

共同生活援助事所又は当該日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の従業

者以外の者による居宅介護(身体介護に

係るものに限る。以下この項において同

じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当する場合について

は、令和6年3月31日までの間、当該利

用者については、適用しない。

(1)・(2)[略]

条例(現行)

度訪問介護の利用を希望する場合につい

ては、平成33年3月31日までの間、当

該利用者については、適用しない。

8 第 199条第3項及び第201 条の8第4

項の規定は、指定共同生活援助事業所又

は日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、区分省令第1条

第5号の区分4、同条第6号の区分5又

は同条第7号の区分6に該当するもの

が、共同生活住居内において、当該指定

共同生活援助事業所又は当該日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の従業

者以外の者による居宅介・(身体介護に

係るものに限る。以下この項において同

じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当する場合について

は、平成33年3月31日までの間、当該

[以下略]

②長崎市指定障害者支援施設の人、設備及び運営に関する基準等を定める条伊1(平

成25年長崎市条例第5号)

条例(改正案)

(指定障害者支援施設の一般原則)

第3条[略]

2 [略]

3 指定害者支援施設は、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修を実施する等の措置をじな

けれぱならない。

利用者については、適用しない。

a)・(2)[略]

[以下略]

(従業者の員数)

第5条定者支施設は、生活介護

を行う合にあつては、次の各号に掲げ

る従者の区分にじ、当各号に定め

条例(現行)

(指定障害者支援施設の一般原則)

第3条[略]

2 [略]

3 指定障害者支援施設は、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、任

設置する等必要な体制の整備を行うとと

もに、その従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を・ずるよう努めなけれぱな

らない。

(従業者の員数)

5条指定障害者支援施は、生活介護

を行う場合にあつては、次の各号にげ

る従集者の区分に応じ、当各に定め



条例(改正案)

る数の従業者を置かなけれぱならな

い。

2~19 [略]

[ 1る]

20~22 []

23 21 2号のサービス理責任者

のうち、 1人以上は、常勤でなければな

らない。

24~26 [略]

27 第1項、 6項、第12項、 17 、

第18項、 21 及び 25 の利用者の

数は、前年度の平均とする。ただし、

新たに指定をける場合は、定数とす

る。

28 1 、第3項、第6 から 8項ま

で、第12 、第14 、第17 、 18

、 21 び 24 に規定する指定

害者支援設の従業者は、生活介護の

位若しくは施入支の単位ごとに

専ら当該生活介護若しくは当該施設入所

支の提供に当たる者又はら自立訓練

(機能訓錬)、自立訓(生活際)、

就労移行支援若しくは就労支援B型

の供に当たる者でなけれぱならない。

ただし、利用者の支に支がない場合

は、この限りでない。

条例(現行)

る員数の従業者を電かなければならな

し、。

2~19 []

の'ち20 17 2 の

でなけれぱならない人'上は

21~23 [略]

24 22 2号のサービス管理責任者

のうち、 1人以上は、常勤でなけれぱな

らない。

25~27 [略]

28 第1 、第6項、第12項、 17項、

第18項、 22 及び 26 の利用者の

数は、前年度の平均とる。ただし、

新たに指定を受ける場合は、推定数とす

る。

29 1 、 3 、第6 から 8項ま

で、 12項、第14項、第17 、 1

22 及ぴ 25 に定・る指定、

障害者支援設の従は、生活介腰の

単位若しくは施入支擬の位ごとに

専ら当生活介護若しくは当施入

支援の供に当たる者又はら自立訓

(能訓)、自立 1練(生活調)、

就労移行支若しくは就労継支援B型

の供に当たるでなけれぱならない。

ただし、利用者の支援に支障がない場合

は、この限りでない。

(複数の昼間実施サービスを行う合に

おける従者の員数)

7条複数の昼間実施サービスを行う指

は、昼間実施サービス定害者支

の利用定員の合計が 20 人未.である場

合は、第5条第4項、第9項、第10項、

第15 、第19 (第18 1号にる

20 ぴ 23 の部分を除く。)

定にかかわら、当該指定害者支

施が提供る昼間実施サービスを行う

合に置くべき従者(医師及ぴサービ

ス理責任者をく。)のうち、 1人以

(数の昼間実施サービスを行う場合に

おける従者の員数)

7条複数の昼間実サービスを行う指

定障者支援設は、昼間実施サービス

の利用定員の合計が 20 人未・である場

合は、第5条 4 、第9 、第10 、

第15項、第19項(第18項第1 にる

部分を除く。)及ぴ第22項の定にか力

わらず、当該指定者支設が供

る昼間実サービスを行う場合に置く

べき従者(医師及びサービス理責任

者を除く。)のうち、 1人以上は、常勤



条例(改正)

でなけれぱならないとすることができ

る。

2 複数の間実施サービスを行う指定

害者支施は、 5条 1 3号、

第5 、第6項第2号、第11項、 12

2号、第16項、第17 3号、

21 2号2号、 20

23 の規定にかかわら、サービス

理責任者の数を、次の各号に掲げる当

指定障者支援が提供・る実

施サービスのうち厚生労大臣が定める

ものの利用者の数の合計の区分に応じ、

当各号に定める数とし、この規定によ

り置くべきものとされるサービス理責

任者のうち、1人以上は、勤でなけれ

ぱならないと・ることができる。

a)・②[略]

条例(現行)

上は、常勤でなけれぱならないと・るこ

とができる。

2 複数の間実施サービスを行う指定障

者支援施は、 5条第1項 3号、

5 、第6 2号、 11 、第12

2 、第16 、 17 第3号、

2118項 2 2及22、

び 24 の規定にかかわら、サービス

理責任者のを、次の各号にげる当

指定者支援施設が提供・る実

施サービスのうち厚生労大臣が定める

ものの利用者の数の合計の区分にじ、

当各号に定める数とし、この規定によ

り置くべきものとされるサービス理責

任者のうち、 1人以上は、常勤でなけれ

ぱならないとることができる。

Π)・②[ 1

(サービス提供困難時の対応)

第 15 条指定障害者支援施設は、生活介

護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生

活訓練)、就労移行支援又は就労継続支

援B型に係る通常の事業の実施地域(当

該指定障害者支援施設が通常時に当該施

設障害福祉サービスを提供する地域をい

う。以下同じ。)等を勘案し、利用申込

者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練

(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、

就労移行支援又は就労継続支援B型を提

供することが困難であると認めた場合

は、適当な他の指定障害者支援施設等、

指定生活介護事業者(長崎市指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及ぴ運

営に関する基準等を定める条仮K平成25

年長崎市条例第4号。第36条第3項にお

祉サービス基;例定

)第80条第1項に規定する指定

(サービス提供困難時の対応)

第 15 条指定障害者支援施設は、生活介

護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生

活訓練)、就労移行支援又は就労継続支

援B型に係る通常の事業の実施地域(当

該指定障害者支援施設が通常時に当該施

設障害福祉サービスを提供する地域をい

う。以下同じ。)等を勘案し、利用申込

者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練

(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、

就労移行支援又は就労継続支援B型を提

供することが困難であると認めた場合

は、適当な他の指定障者支援施設等、

指定生活介護事業者(長崎市指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条伊1(平成25

年長崎市条例第4号)第80条第1項に規

定する指定生活介護事業者をいう。)、

指定自立訓練(機能訓練)事業者(同条

例第143条第1項に規定する指定自立訓

練(機能訓練)事業者をいう。)、指定

自立訓練(生活訓練)事業者(同条例第

いて「

という。

生活介護事業者をいう。)、指定自立訓

練(機能訓練)事業者(同条例第 143 条

第1項に規定する指定自立訓練(機能訓

項
袷
ぴ



条例(改正案)

練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生

活訓練)事業者(同条例第 153条第1項

に規定する指定自立訓練(生活訓練)

者をいう。)、指定就労移行支援事業

者(同条例第163条第1項に規定する指

定就労移行支援事業者をいう。)、指定

就労継続支援B 型業者(同条例第 189

条第1項に規定する指定就労継続支援 B

型事業者をいう。)等の紹介その他の必

要な措を速やかに講じなけれぱならな

い。

2 [略]

(施設障害福祉サービス計画の作成等)

第27条[略]

[略]2~4

5 サービス管理任者は、施、害福祉

サービス計画の作成に係る会議(利用者

に対する施設障害福祉サービス等の提供

に当たる担当者等を招集して行う会議を

いいテレビ その他の通

器(以下「テレビ 置等という)

活用して行うことができるものとす

る。)を開催し、前項に規定する施設障

害福祉サービス画の原案の内容につい

て意見を求めるものとする。

6~10 [略]

条例(現行)

153条第1項に規定する指定自立訓練(生

活訓練)事業者をいう。)、指定就労移

行支援事業者(同条例第 163条第1項に

規定する指定就労移行支援事業者をい

う。)、指定就労継続支援B型事業者(同

条例第 189条第1項に規定する指定就労

継続支援B型事業者をいう。)等の紹介

その他の必要な措置を速やかにじなけ

れぱならない。

[略]

2 [略]

(施設障害福祉サービス計画の作成等)

第27条[略]

[略]2~4

5 サービス管理任者は、施設害福祉

サービス計画の作成に係る会(利用者

に対する施設障害福祉サービス等の提供

に当たる担当者等を招集して行う会議を

いう。)を開催し、前項に規定する施設

障害福祉サービス画の原案の内容につ

いて意見を求めるものとする。

(職への定のための声援笠の実施)

第36条[略]

2 [略]

施、は、労移行支3 定障

の提供に当たつては、利用者が、指定就

支(定害サービス基

例第194 の2に定する定労

いう。以下問じ)の利用

望る合には、第1 にめる支

了した日以後速やかに当定就

定受けられるよー

サービス基業(定

6~10

(職への定着のための立援の実施)

第36条[略]

2 [略]

[新、]



条例(改正)

条 1第 194 条の3第1項に定する定

労定支業いう。以下同じ。)

との連整 なけれぱならない

4 指定害者支援施設は、就労継

B型の提に当たつては、利用が、定

の1用望する合には、

第2項に定める支援が終了した日以後速

やかに定就労定着支受けられるよ

'出労定着支援事業者との連整

に努めなけれぱならない。

な

(運営規程)

第46条指定障害者支援施設は、次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関す

る運営規程(第52条第1項において「運

営規程」という。)を定めなけれぱなら

ない。

Π)~⑬[略]

[新設]

条例(現行)

(勤務体制の確保等)

第47条[略]

[略]2 ・ 3

4 は、適切な施、

福祉サービスの提確する観点か

において行れる性的な一動又ら、

背としたーであつは越的な

て業上必要かつ当な 超えたも

のにより従業者の業境が害されるこ

と止するための方の明確化の必

じなけれぱならない。要な

(運営規程)

第46条指定障害者支援施設は、次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関す

る運営規程(第52条において「運営規程」

という。)を定めなけれぱならない。

[新]

(業務継続計画の策定等)

47 の2 は

や 1 の生において

祉サービスのにる

るためのび的に

るためのでの

(以下「 といー)

し当

じな1 れぱならない

n)~⑬

(勤務体制の確保等)

第47条[略]

[略]2 ・ 3

[新設]

[略]

、し



条例(改正案)

は

について知

に必な研及ぴ 11

しなけれぱならない。

2

3

画の

(非常災対策)

第49条[略]

2 [略]

にし

るととも

的に

し

の

的には

い、必にじて

'ものと・る

3 指定障害者支援施設は、

る11 のに当たつて、

加がられるよう連に

らない。

条例(現行)

(衛生管理等)

第50条[略]

2 指定障害者支援は、当指定

者支施設において感染症又は食中毒が

発生し、又はまんしないようにに

じなければならない。1る

における

ぴまん延のの

る

(非常災害対策)

第49条[略]

2 指定害者支援施設は、非常災害に備

えるため、定期的に避難訓練、救出訓練

その他必要な 11練を行わなけれぱならな

し、。

[新設]前項に規定す

地域住民の

めなけれぱな

における

びまんのの

ること

において

ぴ の

止のための並

ぴまんの止のた

的に ること

及ぴ

止のための

レビ

できるものと・

るとともに

に知

にし

びまんの

の

[新設]

(衛生管理等)

第50条[略]

2 指定障害者支援施設は、指定障者支

援施設において感染症又は食中が発生

し、又はまんしないように必な

るよ'めナ'けれぱならない。

[新設]

及び

止のための

3当

当

して'ことが゛

的に

のについて

図ること

[新設]

テ

の

に
め



(掲示)

第52条[略]

条例(改正案)

2 指定障害者支援施設は、前項に定す

る項を記した面当該定

援設に備え付けかつこれいつ

でも関係に自由に閲させることによ

り、同項の定による示に代えること

ができる。

(掲示)

第52条指定障害者支援施設は、指定障

者支援施設の見やすい場所に、運営規程

の概要、従業者の勤務体制、前条の協力

医療機関及び協力歯科医療機関その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなけれぱな

らない。

[新設]

(身体拘束等の禁止)

第53条指定害者支施設は、施障害

福祉サービスの提供に当たつては、利用

者又は他の利用者の生命又は体を保

るためやむをない場合をき、

体的拘束その他利用者の行を 1限

る行(以下「体拘東」という。)

を行つてはならない。

2 指定障害者支施は、やむを得ず身

体拘を行う場合は、その態及ぴ時

間、その際の利用者の心の状.並びに

やむを得ない理由その他必要な事項

を記しなけれぱならない。

は3 の

適正化るため次に{る

じなけれぱならない。

m の正化のための

テレビる ^

'二とができるものと,用して

るとともに的にる

に知のについて

図ること

条例(現行)

整

(身体的拘東等の禁止)

53条指定者支施設は、施障

福祉サービスの提供に当たつては、利用

者又は他の利用者の生命又は体を保護

るためやむを得ない場合を除き、

体的拘東その他利用者の行を 1限・

る行(以下 r身体曲拘東」という。)
を行つてはならない。

2 指定害者支援施は、やむを

体堕拘を行う合は、その様及
時間、その際の利用の心の状況並び

に・急やむを得ない理由その他必な事

を記しなけれぱならない。

[]

の適正化のための

ること

②



条例(改正案)

にし

のための研

と

③

(虐待の防止)

59 の2

の生又はの

にげる

1 当

の止のための

ム(テレビ

ことができるものと

るとともに

に知

的に

の適正化

るこ

は

止るため次

じなけぱならナ'い

における

る
^

して

にし

的に

3 2に1る

るための当

当

条例(現行)

的る

のについ

ること

において

の止のための

ること

適切に

くこと

[新]

条例(現行)

゛

(記録の整備)

第61条[略]

2 指定障害者支援施設は、利用者に対す

る施設福祉サービスの提供に関する

次に掲げる記録を整し、その完結の日

から5年間保存しなけれぱならない。

a)~③[略]

④第 53 条第2項に規定する身体拘束

等の記録

(5)・⑥[略]

[略]

療養介護(第4条一第32条の2)

[以下略]

③長崎市福祉サービス

年長崎市条例第6号)

条例(改正案)

(録の整備)

第61条[略]

2 指定障害者支援施設は、利用者に対す

る施設福祉サービスの提供に関する

次に掲げる録を整備し、その完結の日

から5年保存しなけれぱならない。

(1)~③[略]

④第 53 条第2項に規定する身体堕拘

束等の記録

⑤・(6)[略]

目次

第1章

第2章

[略]

療養介護(第4条一第32条の3)

業の設備及び運営に関する準を定める条例(平成25

[以下略]

目次

第1章

第2

48

に
て



条例

第3章~第10章

附則

(障害福祉サービス事業者の一般原則)

第3条[略]

2 [略]

3 障害福祉サービス事業者は、利用者の

人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、その職員

に対し、研修を実施する等の措置を講豊
なけれぱならない。

(改正案)

[略]

(非常災害対策)

第8条[略]

2 [略]

条例

第3章~第10

附則

(障害福祉サービス事業者の一般原則)

第3条[略]

2 [略]

3 障福祉サービス事業者は、利用者の

人権の擁、虐待の防止等のため、任

者を設置する等必要な体制の整備を行う

とともに、その職に対し、研修を実施

する等の措置を講ずるよう努めなけれぱ

ならない。

3 介業者は、

の施に当たつて、

られるよ'連に

し、。

(現行)

[略]

(記録の整備)

第9条[略]

2 養介護事業者は、利用者に対する療

介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から5年間保存し

なけれぱならない。

a)[略]

②第28条第2項に規定する身体拘東等

の記録

(3)・④[略]

前項に定する 11

地域住民の加が

めなけれぱならな

(非常災害対策)

第8条[略]

2 療介護事業者は、非常災に備える

ため、定期的に避難訓練、救出訓練その

他必要な訓練を行わなけれぱならない。

[新設]

(療養介護計画の作成等)

第17条[略]

[略]2~4

5 サービス管理貴任者は、療養介護計画

の作成に係る会議(利用者に対する療

介護の提供に当たる担当者等を招して

(記録の整備)

第9条[略]

2 療介護事業者は、利用者に対する療

養介の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から5年間保存し

なけれぱならない。

Π)[略]

②第28条第2項に規定する身体曲拘束

等の記録

(3)・④[略]

(療介護計画の作成等)

第17条[略]

[略]2~4

5 サービス管理任者は、療介護計画

の作成に係る会:(利用者に対する療

介護の提供に当たる担当者等を招集して



条例(改正)

行う会議をいい、テレビ電話装置その他

の通一器(以下「テレビ電話

という。)用して行うことがで

きるものとする。)を開催し、前項に規

定する療養介護計画の原案の内容につい

て意見を求めるものとする。

6~10 [略]

(勤務体制の確保等)

第25条[略]

[略]2 ・ 3

介業者は、適切な介の4

提確する観点から において

行われる性的な一動又は越的な係

背とした言動であつて上必かつ

当な範囲超えたものによりの

境がされること止するための

方の明確化等の必な じなけ

れぱならない。

条例(現行)

行う会議を主>巨。)を開催し、前項に規

定する療養介護計画の原案の内容につい

て意見を求めるものとする。

6~10

(務継続画の策定等)

25 の2

k常の

る

ためのび の

るための

といー

にい必な

ならない。

(勤務体制の確保等)

第25条[略]

[略]2 ・ 3

[新設]

[略]

50

において

2

は

について

ぴな

れぱならない。

養介護事業所に

的に

での

'下「

し当

じなけれ1

症や

に

3

計の

は

[新設]

る

にし

知・るとともに

的にしなけ

(衛生管理等)

第27条[略]

2 療養介護事者は、当整療養介護事

し

の

的には

い必に応じて

ー'ものと・る

(衛生管理等)

第27条[略]

2 養介護事者は、

生
の



条例(改正案)

所において感症又は食中が発生し、

又はまんしないようにに 1る

じなけれぱならない。

における1 当

ぴまんの止のぴ の

(テレビための 、る

ことができ
^^

して゛

るものと・る) 的に

とともに のについて

ること

[新]

及び

又は

る

ための

3当

にし

まんの

の

条例(現行)

おいて感染症又は食中が発生し、

まん延しないように必な

よ'めなけれぱならない。

[新]

[新]

の

における

及ぴまん延の

ること

において

の症及び

びに止のための

ぴまんの止のための

ること。的に

(身体拘束等の禁止)

28条養介事業者は、養介の提

供に当たつては、利用者又は他の利用者

の生命又は体を保るためやむ

を得ない場合を除き、体的拘東その他

利用者の行を制限・る行(以下「

体拘」という。)を行つてはならな

し、。

2 養介事者は、やむを得体拘

を行う場合は、その態及ぴ時間、

その際の利用者の心の状況並ぴに,

やむを得ない理由その他必な事を記

しなけれぱならない。

は の正3

化るため次にげる じな

けれぱならない。

の正化のための

(テレビる

ことができるものと・
^^

活用して

るとともにる) 的に

に知についての

止の

(身体堕拘束等の禁止)
28条療養介護事は、療養介護の提

供に当たつては、利用又は他の利用者

の生命又は体を保護るためやむ

を得ない場合を除き、体的拘東その他

利用者の行を限・る行(以下「

体堕拘束」という。)を行つてはなら
ない。

2 療養介護事者は、やむを得・体的

拘東等を行う場合は、その態及ぴ時間、

そのの利用の心の状況並びに緊

やむを得ない理由その他必な事を記

しなけれぱならない。

[設]

る
に

知
当
び



図ること。

条例(改正案)

整

3

ための

ること

にし

(虐待の防止)

は32 の2

生又はの 止・るため

じなけれぱならない1る

における1 当

る止のための

テレビ して゛

とができるものと・る

るとともにの

に知底図ること

1こ'し、て

の止のための

ること

切に1る

の適正化のための

的に

第32条の2 [略]

(職場への定着のための声援の実施)

第44条の2 [略1

[新設]

の正化の

る二と

当

にし

的に

3 2号に

るための当

条例(現行)

[新]

第32条の3 [略]

,

(職場への定着のための支援等の実施)

第44条の2 [略]

2 生活介業は、当該生活

が提する生活介受けて通常の

が、旨定所にたに用された

指定支( サー

ビスの業の人、設備ぴ運に

する準等を定める条伊K平成25年長崎

る例 4号)第194 の2に

定定支いう以下同じ)

の用望る合には、前項に定め

る支が終了した日以速やかに当該

定就労定着支援を受けられるよう、指定

業(同例 194条の

3 1項に定る

いう以下伺じ。)との連整

的に

について

^^

くこと

の
に

の
厶
こ



条例(改正)

に努めなけれぱならない。

(生管理等)

第開条[略]

2 生活介護事業者は、当生活介事業

所において感染症又は食中が発生し、

又はまん延しないように次にげる

じなけれぱならない。

生,1 当 F における

び の及ぴまんの

ための ^る ^

して

及び

るものと・

ともに

知 図ること

当生,

及び の

ための

3 当生,

にし

まんの

の

(生管理等)

第48条[略]

2 生活介護業者は、生活介護事業所に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又は

るまんしないようにな

よう努めなけれぱならない。

[新]

゛

条例(現行)

止の

テレビ

二とができ

ると

に

的に

について

生活介護の事業について準用する。この

場合において、第9条第2項第1号中「第

17 条第1項」とあるのは「第 50 条にお

いて準用する第17条第1項」と、「療

介護計画」とあるのは「生活介護計画」

と、同項第2号中「第28条第2項」とあ

るのは「第50 条において準用する第28

条第2項」と、同項第3号中「第30条第

2項」とあるのは「第50条において準用

する第30条第2項」と、同項第4号中「第

32 条第2項」とあるのは「第 50 条にお

いて準用する第 32 条第2項」と、第 16

[新 1

における

及ぴまんの

ること

において

の症及び

ぴに止のための

びまんの止のための

的に ること

(準用)

第50条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで及び

第28条から第32条の2までの規定は、

(準用)

第50条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで及び

第28条から第32条の3までの規定は、

生活介護の事業について準用する。この

場合において、第9条第2項第1号中「第

17 条第1項」とあるのは「第 50 条にお

いて準用する第17条第1項」と、「療養

介・計画」とあるのは「生活介・計画」

と、同項第2号中「第28条第2項」とあ

るのは「第 50条において準用する第 28

条第2項」と、同項第3号中「第30条第

2項」とあるのは「第50条において準用

する第30条第2項」と、同項第4号中「第

32 条第2項」とあるのは「第 50 条にお

いて準用する第 32 条第2項」と、第 16

症

止の

[新設]

る
の



条例(改正案)

条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

50条において準用する次条第1項」と、

第17条中「療介護計画」とあるのは「生

活介護計画」と、第18条中「前条」とあ

るのは「第50条において準用する前条」

とする。

(準用)

第55条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の3まで、第34条から

第 38 条まで、第 40 条、第 41 条及ぴ第

44 条の2から第 49 条までの規定は、自

立訓練(機能訓練)の事業について準用

する。この場合において、第9条第2項

第1号中「第17条第1項」とあるのは「第

55 条において準用する第 17 条第1項」

と、「療介護計画」とあるのは「自立

訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号

中「第 28 条第2項」とあるのは「第 55

条において準用する第28条第2項」と、

同項第3号中「第30条第2項」とあるの

は「第55条において準用する第30条第

2項」と、同項第4号中「第32条第2項」

とあるのは「第55条において準用する第

32 条第2項」と、第 16 条第1項中 r次

条第1項」とあるのは「第55条において

準用する次条第1項」と、第17条中「療

養介護画」とあるのは「自立訓練(機

能訓練)計画」と、同条第8項中「6月」

とあるのは「3月」と、第18条中「前条」

とあるのは「第卵条において準用する 1

条」とする。

条例(現行)

条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

50条において準用する次条第1項」と、

第17条中「療養介護計画」とあるのは「生

活介計画」と、第18条中「前条」とあ

るのは「第50条において準用する前条」

とする。

(準用)

第55条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の2まで、第34条から

第 38 条まで、第 40 条、第 41 条及ぴ第

44 条の2から第 49 条までの規定は、自

立訓練(機能訓練)の事について準用

する。この合において、第9条第2項

第1号中「第17条第1項」とあるのは「第

託条において準用する第 17 条第1項」

と、「療養介護計画」とあるのは「自立

創練(機能訓練)計画」と、同項第2号

中「第 28 条第2項」とあるのは「第弱

条において準用する第28条第2項」と、

同項第3号中「第30条第2項」とあるの

は「第55条において準用する第30条第

2項」と、同項第4号中「第32条第2項」

とあるのは「第55条において準用する第

32 条第2項」と、第 16 条第1項中「次

条第1項」とあるのは「第郭条において

用する次条第1項」と、第17条中「療

介護計画」とあるのは「自立 11練(機

能訓練)計画」と、同条第8項中「6月」

とあるのは「3月」と、第18条中「前条」

とあるのは「第55条において準用する前

条」とする。

(準用)

第60条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の3まで、第34条から

第36 条まで、第40 条、第41 条、第 44

条の2から第49条まで、第53条及び第

('用)

第60条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の2まで、第34条から

第36条まで、第40 条、第41 条、第 44

条の2から第49条まで、第53条及び第



条例(改正案)

54条の規定は、自立訓練(生活訓練)の

事業について準用する。この場合におい

て、第9条第2項第1号中「第 17条第1

項」とあるのは「第60条において準用す

る第17条第1項」と、「療介護計画」

とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」

と、同項第2号中「第28条第2項」とあ

るのは「第 60 条において準用する第28

条第2項」と、同項第3号中「第30条第

2項」とあるのは「第60条において準用

する第30条第2項」と、同項第4号中「第

32 条第2項」とあるのは「第 60 条にお

いて準用する第 32 条第2項」と、第 16

条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

60条において準用する次条第1項」と、

第17条中「療養介護計画」とあるのは「自

立訓練(生活訓練)計画」と、同条第8

項中「6月」とあるのは「3月」と、第

18 条中「前条」とあるのは「第 60 条に

おいて準用する前条」と、第40条第2項

中「6人以上」とあるのは「宿泊型自立

訓練以外の自立訓練(生活訓練)につい

ては6人以上、宿泊型自立訓練について

は10人以上」とする。

条例(現行)

54条の規定は、自立訓練(生活訓練)の

事業について準用する。この場合におい

て、第9条第2項第1号中「第17条第1

項」とあるのは「第60条において準用す

る第17条第1項」と、「療介護計画」

とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」

と、同項第2号中「第28条第2項」とあ

るのは「第60 条において準用する第 28

条第2項」と、同項第3号中「第30条第

2項」とあるのは「第60条において準用

する第30条第2項」と、同項第4号中「第

32 条第2項」とあるのは「第 60 条にお

いて準用する第 32 条第2項」と、第 16

条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

60条において準用する次条第1項」と、

第17条中「療介護計画」とあるのは「自

立訓練(生活訓練)計画」と、伺条第8

項中「6月」とあるのは「3月」と、第

18 条中「前条」とあるのは「第 60 条に

おいて準用する前条」と、第40条第2項

中「6人以上」とあるのは「宿泊型自立

訓練以外の自立訓練(生活訓練)につい

ては6人以上、宿泊型自立訓練について

は10人以上」とする。

(職員の配置の基準)

63条[]

[略]2~5

[削る]

6 [略〕

(認定就労移行支援事業所の職員の員数)

餌条[略]

2 前項各号にげる員及びその員に

ついては、前条 2 から 6 までの

規定を用・る。

(職場への定着のための支援等の実施)

第釘条[略]

(職員の配置の基準)

63条[略1

[略]2~5

36 1

人以上は

フ[略]

(認定就労移行支援事業所の職員の員数)

第64条[]

2 前各号に掲げる及ぴその員数に

ついては、前条第2項から 5 まで

ぴ 7 の規定を用する。

1の'ちの

でなけれぱならない

(職場への定着のための支援の実施)
第67条[略]

55



条例(改正案)

就労移行支業は、利用者が、ヒ

定就労定着支援の利用を希望する場合に

は、前項にめる支援が了した日以

速やかに 支受けられる

よう、指定就労定着支援事業者との連絡

調整を行なけれぱならない。

(準用)

第69条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の3まで、第34条から

第 38 条まで、第40 条、第 41 条、第 43

条、第44条、第45条から第49条まで及

び第53条の規定は、就労移行支援の業

について準用する。この合において、

第9条第2項第1号中「第17条第1項」

とあるのは「第69条において準用する第

17条第1項」と、「養介護計画」とあ

るのは「就労移行支援計画」と、同項第

2号中「第28条第2項」とあるのは「第

的条において準用する第 28条第2項」

と、同項第3号中「第30条第2項」とあ

るのは「第 69条において準用する第 30

条第2項」と、同項第4号中「第32条第

2項」とあるのは「第釣条において準用

する第32条第2項」と、第 16条第1項

中「次条第1項」とあるのは「第69条に

おいて準用する次条第1項」と、第17条

中「介護計画」とあるのは「就労移

行支援画」と、問条第8項中「6月」

とあるのは「3月」と、第18条中「前条」

とあるのは「第69条において準用する前

条」と、第37条ただし書及び第40条第

1項中「生活介護事業所」とあるのは「就

労移行支援事業所(認定就労移行支援事

業所を除く。)」とする。

[新設]

条例(現行)

(準用)

第仭条第8条、第9条、第13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の2まで、第34条から

第 38 条まで、第 40 条、第 41 条、第43

条、第44条、第45条から第49条まで及

び第53条の規定は、就労移行支援の事業

について準用する。この場合において、

第9条第2項第1号中「第17条第1項」

とあるのは「第69条において準用する第

17条第1項」と、「養介護計画」とあ

るのは「就労移行支援、画」と、同項第

2号中「第28条第2項」とあるのは「第

69 条において準用する第 28 条第2項」

と、同項第3号中「第30条第2項」とあ

るのは「第釣条において準用する第30

条第2項」と、同項第4号中「第32条第

2項」とあるのは「第69条において準用

する第32条第2項」と、第 16条第1項

中「次条第1項」とあるのは「第69条に

おいて'用する次条第1項」と、第17条

中「療養介護計画」とあるのは「就労移

行支援画」と、同条第8項中「6月」

とあるのは「3月」と、第 18条中「1条」

とあるのは「第69条において準用する前

条」と、第37条ただし書及び第40条第

1項中「生活介護事所」とあるのは「就

労移行支援事業所(認定就労移行支援事

業所を除く。)」とする。

(生大臣が定める項の

第71条の3 就労継続支援A型事業者は、

就労継続支援A型事業所ごとに、おおむ

[新設]

56



条例(改正案)

ね1年に1回以上、利用者の働間

の他の当該継続支 A型業所の運

状況にし必要な事項として生労働

大臣が定める項について、生働大

臣が定めるところにより、自ら怜価行

インターネットの利用い、の

の他の方法により公しなけれぱならな

い。

(職場への定着のための支援等の実施)

第82条[略]

継続支 A型業者は用が、2

合ヒ定労定支の利用を望る

には 1 にめる支が了した日以

けられ後速やかにヒ定就

るよう、ヒ定定支 との連

整に努めなけれぱならない。:

条例(現行)

(準用)

第餌条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の3まで、第34条、第

41条、第45条から第49条まで及び第53

条の規定は、就労継続支援A型の事業に

ついて準用する。この合において、第

9条第2項第1号中「第17条第1項」と

あるのは「第 84 条において準用する第

17条第1項」と、「療養介護計回」とあ

るのは「就労継続支援A型計画」と、同

項第2号中「第28条第2項」とあるのは

「第餌条において準用する第28条第2

項」と、同項第3号中「第30条第2項」

とあるのは「第84条において準用する第

30 条第2項」と、同項第4号中「第 32

条第2項」とあるのは「第84条において

準用する第32条第2項」と、第 16条第

1項中「次条第1項」とあるのは「第84

条において準用する次条第1項」と、第

17条中「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援A型計画」と、第18条中「前

(職

第82条

[新設]

への定着のための支援等の実施)

[略]

(準用)

第84条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の2まで、第34条、第

41条、第45条から第49条まで及び第53

条の規定は、就労継続支援A型の事業に

ついて準用する。この合において、第

9条第2項第1号中「第17条第1項」と

あるのは「第 84 条において準用する第

17条第1項」と、「療養介・計画」とあ

るのは「就労継続支援A型計画」と、同

項第2号中「第28条第2項」とあるのは

「第84条において準用する第28条第2

項」と、同項第3号中「第30条第2項」

とあるのは「第84条において準用する第

30 条第2項」と、同項第4号中「第 32

条第2項」とあるのは「第84条において

準用する第32条第2項」と、第16条第

1項中「次条第1項」とあるのは「第餌

条において準用する次条第1項」と、第

17条中「療介護計画」とあるのは「就

労継続支援A型計画」と、第18条中「前



条例(改正案)

条」とあるのは「第餌条において準用す

る前条」とする。

(準用)

第87条第8条、第9条、第 13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の3まで、第34条、第

36 条、第 37 条、第 41 条、第 43 条、第

45 条から第 49 条まで、第 53 条、第 71

条、第73条から第75条まで及び第80条

から第82条までの規定は、就労継続支援

B 型の業について準用する。この合

において、第9条第2項第1号中「第17

条第1項」とあるのは「第87条において

準用する第17条第1項」と、「養介護

画」とあるのは「就労継続支援B型

画」と、同項第2号中「第28条第2項」

とあるのは「第釘条において準用する第

28 条第2項」と、同項第3号中「第 30

条第2項」とあるのは「第幻条において

準用する第30条第2項」と、同項第4号

中「第 32 条第2項」とあるのは「第 87

条において準用する第32条第2項」と、

第16条第1項中「次条第1項」とあるの

は「第釘条において準用する次条第1

項」と、第17条中「療介護計画」とあ

るのは「就労継続支援B型画」と、第

18 条中「前条」とあるのは「第幻条に

おいて用する前条」と、第80条第1項

中「第84条」とあるのは「第釘条」と、

「就労継続支援A型計画」とあるのは「就

労継続支援B型計画」とする。

条例(現行)

条」とあるのは「第84条において準用す

る前条」とする。

(準用)

第釘条第8条、第9条、第13条から第

19条まで、第24条から第26条まで、第

28条から第32条の2まで、第34条、第

36 条、第 37 条、第 41 条、第 43 条、第

45 条から第 49 条まで、第 53 条、第 71

条、第73条から第乃条まで及ぴ第80条

から第82条までの規定は、就労継続支援

B 型の事業について用する。この場合

において、第9条第2項第1号中「第17

条第1項」とあるのは「第釘条において

準用する第17条第1項」と、「療介護

計画」とあるのは「就労継続支援B型計

画」と、同項第2号中「第28条第2項」

とあるのは「第幻条において準用する第

28 条第2項」と、同項第3号中「第 30

条第2項」とあるのは「第幻条において

準用する第30条第2項」と、同項第4号

中「第 32 条第2項」とあるのは「第 87

条において準用する第32条第2項」と、

第16条第1項中「次条第1項」とあるの

は「第釘条において用する次条第1

項」と、第17条中「療介護計画」とあ

るのは「就労継続支援B型画」と、第

18 条中「前条」とあるのは「第釘条に

おいて準用する前条」と、第80条第1項

中「第84条」とあるのは「第87条」と、

「就労継続支援A型計画」とあるのは「就

労継続支援B型計画」とする。

(職員の員数等の特例)

第的条機能型事所は、一体的に事

を行う機能型事業所の利用定員(多

能型児発支授事業を一体的に行う

場合にあつては、当該事を行う事所

の利用定員を含む。)の合計が20人未

である場合は、第39条第7項、第能条

(職員の員数等の特伊D

能型事業所は、一体的に事業第89条

を行う能型事業の利用定員(多

能型児発支援事を一体的に行う

場合にあつては、当事業を行う事業

の利用定を含む。)の合計が20人未満

である合は、第39条第7 、第52条



条例(改正)

7 及び第8項、 59条 7 、

63条第5 並びに 74条 5 (釘

条において'用・る場合を含む。)の規

能型事に定にかかわら、当

置くべき員(多能型児童発支

等を一体的に行う場合にあつては、指

定通所支援準条 1の規定により当該事

業を行う事に置くべきものとされる

16 1

2号に規定る児童発達支援理責

任者を除く。)をむものとし、理、

師及びサービス理責任者を除く。)

のうち、 1人以上は、常でなけれぱな

らないとることができる。

[以下略]

条例(現行)

第7 及ぴ第8 、 59条 7項、

63条 5項ぴ 6 並びに第74条

5 (釘条において用する場合を

む。)の規定にかかわら・、当該・能

型所に贋くべき職員(多能型児童

発達支事を一体的に行う場合にあ

1の定につては、指定通所支援

より当該事を行う事所に置くべきも

のとされる( の

(成ぴのにる

797624 1

に規定する児童発達支援理責任者を除

く。)を含むものとし、管理者、師及

びサービス理責任者を除く。)のうち、

1人以上は、常勤でなけれぱならないと

することができる。

能型事所は、第39条 1 第4

及び 8 、 52条 1 第3号及び

第9 、的条 1 第4 及ぴ 8

、 63条第1項第4 及ぴ 7 並び

に 74条 1 3 及び 6項(同

及び同項の規定を第釘条において用

する場合を含む。)の規定にかかわら、

一体的に事を行う・能型事のう

ち厚生労大臣が定めるものをーの事

であるとみなして、当該一の事所と

みなされた事・に置くべきサービス

理責任・のを、次の各号にげる当

機能型事所の利用者の数の合計の区

分にじ、当各号に定める数とる二

とができる。この合において、この

の規定により置くべきものとされるサー

ビス理責任者のうち、 1人以上は、

勤でなけれぱならないとることができ

る。

Π)・②[略]

3 [】

2 機能型事は、 39条第1項第4

号及び 8項、 52条第1項 3 及ぴ

第9 、 59条 1 4 及び第8

項、第63 1項 4号及ぴ 6 並び

に第74条第1 3号及び 6項(同

及ぴ同項の定を第釘条において用

る場合を含む。)の規定にかかわら、

一体的に事を行う・能型事所のう

ち厚生労大臣が定めるものをーの事業

所であるとみなして、当一の事と

みなされた事に置くべきサービス

理責任者の数を、次の各にげる当

能型事業の利用の数の合計の区

分にじ、当各号に定めると・るこ

とができる。この合において、この項

の定により置くべきものとされるサー

ビス理責任者のうち、 1人以上は、常

でなけれぱならないとることができ

る。

n)・②[略]

3 []

[以下略]

2



④長崎市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25

年長崎市条例第7号)

条例(現行)条例(改正案)

(本方針)

第3条[略]

[略]2 ・ 3

4 センターは、利用者の人権の擁護、虐

待の防止等のため、必要な体制の整備を

行うとともに、その職員に対し、研修を

施する等の措置を講じなけれぱならな

い。

(非常災害対策)

第5条[略]

2 [略]

(基本方針)

第3条[略]

[略]2 ・ 3

4 センターは、利用者の人権の擁護、虐

待の防止等のため、責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに、その

職員に対し、研修を実施する等の措を

講ずるよう努めなけれぱならない。

3 センターは、

に当たつて、

るよ'連に

60

(録の整備)

第7条[略]

2 センターは、利用者に対するサービス

の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけ

れぱならない。

a)[略]

②第19条第2項に規定する苦の内容

等の記録

B)第20条第2項に規定する事故の状況

及び当該故に際して採つた処の記

録

る、11 の実前に

地域住民の加がられ

めなけれぱならない。

(非常災害対策)

第5条[略]

2 センターは、非常災害に備えるため、

定期的に避難訓練、救出訓練その他必要

な訓練を行わなけれぱならない。

[新設]

(勤務体制の確保等)_

15 センターは、利用者に対し適切

なサービスを提供できるよう、職員の勤

の制を定めておかなけれぱならな

い。

2 センターは当センターのによ

(録の整)

第7条[略]

2 センターは、利用者に対するサービス

の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけ

れぱならない。

a)[略]

②第18条第2項に規定する苦情の内容

等の記録

③第19条第2項に規定する事故の状況

及び当事故に際して採つた処置の録

[新設]



条例(改正案)

つてサービス提しなけれぱならな

い。ただし、利用者の支に直

及ぼさない業については、この限りで

ない。

3 センターは、職の資の向上のため

に、その研修の会確しなけれぱな

らない。

4 センターは、適切なサービスの提供

確する観点から、 において行れ

る性的な一又は的な と

した一動であつて業上必かつ相当な

超えたものによりの業境

がされること止するための方の

明化の必要なB置じなけれぱな

らない。

(定員の遵守)

第16条[略]

条例(現行)

(業務継続計画の策定等)

16 の2 センターは

の生において

ービスの

のびF常の

図るための

とい'

にいな

し、。

2 センターは

画について知・

及ぴ

らない。

3 センターは

しい

的に

での

(以下「 計

し当 画

じなけれぱならな

(定員の守)

第15条[略]

や

るサ

るため

画の

計

(衛生管理等)

16 [ 1

2 センターは、センターにおいて感染症

又は食中が発生し、又はまんしない

にし

るとともに必な

的にしなけれぱな

[新〕

回の

61

(衛生管理等)

17 []

2 センターは、当センターにおいて感

染症又は食中毒が発生し、又はまんし

的に

必にじて

'ものと・る

こ



条例(改正案)

ないように次に 1 る

れぱならない。
a)当センターにおける症び

ぴまんの止のためのの

(テレビる

20 の2のの

1 において「テレビ

,用してー'ことができとい'

るものとる 的に

とともに のについて

る二と

センターに'ける症び

の及ぴまんの止のための

ること

3 当センターに'し、て しこ

及びまんぴ のの

ぴに止のための の

ぴまんの止のための

ること的に

じなけ

条例(現行)

ように必な

れぱならない。

[新]

第18条~2蛛[略]

(待の防止)

20 の2 センーは

止るための

じなけれぱナ'らナ'い

センターにおける1 当

るための

して

[略]

るよ'めなけ

にし

的に

[新設]

くこと

第20条・21条

[新]

るものと

ととに

こと

センターにおいて

の止のための

ること

3 2 にげる

るための当

第21条・22条[略]

の

次に

の止の

テレビ^

'ことができ

的に

について

る

゛

第U条~四条

生又は

1る

の

[略]

る
に

知
当

知
当

る
に

二



[以下略]

⑤長崎市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年長崎市条

例第8号)

条例(改正案)

(基本方針)

第3条[略]

[略]2 ・ 3

4 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その職員に対し、研修

を実施する等の措置を講じなけれぱなら

条例(改正)

ない。

[以下略]

(非常災害対策)

第6条[略]

2 [略]

条例(現行)

(基本方針)

第3条[略]

[略]2 ・ 3

4 福祉ホームは、利用者の人権の擁、

する待の防止等のため、任者

笠必要な体制の整備を行うとともに、そ
の職員に対し、研修を実施する等の措置

をずるよう努めなけれぱならない。

3 祉ホームは、前項に る 1 の

実施に当たつて、地域住民の参加がら

れるよう連携に努めなければならない。

条例(現行)

(記録の整備)

第8条[略]

2 福祉ホームは、利用者に対するサービ

スの提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけ

れぱならない。

a)[略]

②第17条第2項に規定する苦情の内容

等の記録

③第18条第2項に規定する事故の状況

及び当該事故に際して採つた処置の記

録

(非常災害対策)

第6条[略]

2 福祉ホームは、非常災害に備えるため、

定期的に避難釧練、救出訓練その他必要

な訓練を行わなけれぱならない。

[新設]

63

(勤務体制の確保等)

13条福祉ホームは、利用に対し、

切なサービスを提供できるよう、職

(記録の整備)

第8条[略]

2 福祉ホームは、利用者に対するサービ

スの提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけ

れぱならない。

Π)[略]

②第16条第2項に規定する苦情の内容

等の記録

B)第17条第2項に規定する事故の状況

及び当該事故に際して採つた処置の記

録

[新設]適
の



条例(改正)

勤務の体制を定めておかなけれぱならな

2 福祉ホームは、当該福祉ホームの職員

によつてサービスを提供しなければなら

ない。ただし、利用者の支援に直

を及ぼさない業務については、この限り

でない。

3 福祉ホームは、職員の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなけれぱ

ならない。

4 福祉ホームは、適切なサービスの提供

を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であつて業上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより職員の就業環

境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置をじなけれぱ

ならない。

条例(現行)

(定員の守)

第14条[略]

14 の2

の生

サービスの

のぴk

ための

計画の

ホームは

において用

的に

のでの

'下「

し当

じなければナ'らなナ、

とい'

にい

い。

2 ホームは

について知

ぴ

ならない。

ホームは

しい

(定員の遵守)

第13条[略]

64

や

にる

るため

3

の

[新設】

にし

るとともに な

的にしなけれ1

画の

(衛生管理等)

的に

にじて

'ものとる

(衛生管理等)



条例(改正案)

第15条[略]

2 福祉ホームは、当福祉ホームにおい

て感染症が発生し、又はまんしないよ

じなけれぱなうに次に 1 る

らない。

1 当 ホームにおける の

びまん延の止のための

(テレビ^
.・る の^

18 の2 1号にの

おいて「テレビ とい')

,用して'ことができるものと

的にる るとともに

に知のについて

ること

当 ホームに'ける の

及ぴまんの止のための

ること

3当 ホームにおいて

の及ぴまん

及ぴ 1

[新]

第14条[略]

2 祉ホームは、福祉ホームにおいて感

染が発生し、又はまんしないように

るよ'めなけれぱな必な

らない。

[新設]

[新]

条例(現行)

し

ための

ること

[略]第 16 条~!β金

(虐待の止)

18 の2

はの

第 15条~17条

[新]

[略]

ホームは

止・るため

じなければならない

ホームにおける

る

,用して

生又

1る

の止1 当

のための テレ

ビ ことがで

きるのと る 的に

るとともに のについて

に知 図ること

ホームにおいて当 こ

の止のための 的

ること

3 2 にげる 切に

るための当 くこと

の

に
止の

に

し
に

の
に



条例(改正案)

第 19条・20条[略]

[以下略]

⑥長崎市障者支援施設の設備及び運に関する準を定める条例(平成25年長崎

市条例第9号)

条例(改正案)

(害者支援施設の一般原則)

第3条[略]

2 [略]

3 害者支援施設は、利用者の人の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その職員に対し、

研修を実施する等の措置を講じなけれぱ

ならない。

条例(現行)

第 18条・!窒条[略]

[以下略]

(非常災害対策)

第7条[略]

2 [略]

条例(現行)

(障害者支援施設の一般原則)

第3条[略]

2 [略]

3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、任

する等必要な体制の整備を行うととも

に、その職員に対し、研修を実施する等

の措置を講ずるよう努めなけれぱならな

し、。

3 障支施設は、

の施に当たつて、

'られるように

(記録の整)

第8条[略]

2 害者支援施設は、利用者に対する施

設障害福祉サービスの提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から

5年間保存しなけれぱならない。

n)[略]

②第 41 条第2項に規定する身体拘束

等の記録

(3)・(4)[略]

に定する訓

地域民の加が

めなけれぱならな

(非災害対策)

第7条[略]

2 害者支援施設は、非常災害にえる

ため、定期的に避難訓練、救出訓練その

他必要な訓練を行わなけれぱならない。

[新設]

66

(職員の配置の基準)

(記録の整備)

第8条[略]

2 障害者支援施設は、利用者に対する施

設障福祉サービスの提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から

5年間保存しなけれぱならない。

n)[略]

②第 41 条第2項に規定する身体的拘

東等の。録

③・(4)[略]

(職員の配の基準)



条例(改正案)

支援施は、施長1人を第11条

置かなけれぱならない。

2~20 []

[削る]

[]21~23

22 2 のサービス理責任者24

のうち、 1人以上は、常勤でなけれぱな

らない。

25~27 [略]

28 第2 、第7項、 13項、 18項、

第19 、 22 び 26 の利用者の

数は、前年度の平均とする。ただし、

新たに事を開始・る場合は、定数と

る。

29 2 、 4項、第7項から第9項ま

で、第13 、第15 、 18項、第1

22 及ぴ 25 に定る、

者支施の員は、生活介簾の単位若

しくは施入支援の単位ごとに専ら当

生活介護しくは当設入支援の

供に当たる者又は専ら自立11 (能

訓)、自立 11練(生活訓練)、就労移

行支若しくは労支援B型の提供

に当たる者でなけれぱならない。ただし、

利用者の支に支がない合は、この

限りでない。

30 []

(複数の昼間実施サービスを行う場合に

おける職員の員数)

12 条複数の昼実施サービスを行う

害者支援施は、間実サービスの

利用定員の合が 20 人未である場合

は、前条 5 、第10項、 11項、第

16項、第20項( 19 第1 に係る

21 及ぴ 24 の分を除く。)

定にかかわら・、当害者支援施設力

暴間実サービスを行う場合に置くべき

員(施長、医師及びサービス理責

条例(現行)

11条障者支援施は、施長1人を

置かなけれぱならない。

2~20 []

の'ち21 18 2 1の

でなけれぱならない人以上は

2~24 []

25 23 2 のサービス理責任者

のうち、 1人以上は、常勤でなけれぱな

らない。

26~28 [略]

29 2項、フ、 13 、 18項、

び 27 の利用者の2319 、

は、前年度の平均値とする。ただし、

たに事を開始・る場合は、推定数と

る。

30 第2項、第4項、第7 から 9 ま

で、 13項、 15 、 18項、第19

23 及ぴ 26 に規定・る、

者支施の員は、生活介護の単位若

しくは施入所支の単位ごとに専ら当

該生活介若しくは当該施入所支援の

提供に当たる者又はら自立11 (機

訓練)、自立 11 (生活訓練)、労移

行支若しくは労支 B型の提供

に当たる者でなけれぱならない。ただし、

利用者の支援に支がない合は、この

限りでない。

31 [略]

(数の昼間実施サービスを行う場合に

おける職員の員数)

12 条複数の間実施サービスを行う

障害者支援設は、昼間実施サービスの

利用定員の合計が 20 人未満である場合

は、前条第5 、 10 、 11項、第

16 、第20項(第19項第1 にる部

分を除く。)及ぴ第23項の定にかかわ

ら、当障害者支援施設が昼実施

ービスを行う場合に置くべき員(設

長、医及ぴサービス理責任者を除



条例(改正案)

<。)のうち、 1人以上は、常勤でなけ

れぱならないとることができる。

2 複数の実施サービスを行う障害者

支援施は、前条第2項 3号、 6項、

7 第2 、第12 、第13 第2 、

第17 、 18 第3号、第19 第2号、

22 2号ぴ 24 の規21

定にかかわら・、サービス理貴任者の

数を、次の各に掲げる当該害者支

施設が提供る昼実施サービスのうち

厚生労大臣が定めるものの利用者の数

の合計の区分に応じ、当各に定める

数とし、この定により置くべきものと

されるサービス理責任者のうち、1人

以上は、常勤でなけれぱならないとする

二とができる。

a}・②[略1

条例(現行)

任者を除く。)のうち、 1人以上は、常

勤でなけれぱならないとすることができ

る。

2 複数の間実施サービスを行う者

支援施は、前条第2 3 、第6項、

7 2号、第12項、第13 第2 、

第17項、第18 3号、 19項第2号、

2号ぴ 25 の22 23

定にかかわら、サービス理責任者の

数を、次の各号にげる当該障者支援

施が提供・る昼間実施サービスのうち

厚生労大臣が定めるものの利用者の数

の合計の区分にじ、当各に定める

数とし、この規定により置くべきものと

されるサービス理責任者のうち、1人

以上は、勤でなけれぱならないと・る

ことができる。

(1)・②[]

(施、障害福祉サービス計画の作成等)

第19条[略]

[略]2~4

5 サービス管理任者は、施設害福祉

サービス計画の作成に係る会議(利用者

に対する施設福祉サービス等の提供

に当たる担当者等を招集して行う会議を

いいテレビ の他の通

(以下「テレビ という)

活用して行うことができるものと

亙。)を開催し、前項に規定する施設
害福祉サービス計画の原案の内容につい

て見を求めるものとする。

6~10 [略]

(施設障害福祉サービス画の作成等)

第19条[略]

[略]2~4

5 サービス管理責任者は、施設福祉

サービス計画の作成に係る会議(利用者

に対する施設障福祉サービス等の提供

に当たる担当者等を招集して行う会議を

いう。)を開催し、前項に規定する施設

害福祉サービス計画の原案の内容につ

いて意見を求めるものとする。

(職への定のための支援等の実施)

第28条[略]

2 [略]

3 害者支援施設は、

に当たつては、利用

定

68

就労移行支援の提

が、定労定

祉サービスの

6~10

(職への定

第28条[略]

2 [略]

[新設]

[略]

のための声援の実施)



条例(改正案)

業の人、及び運営に る基

定める伊1(平成25年 例

4号)第 194 条の2に るヒ定

労定支いう。以下同じ)の用

望する合には、 1項に定める支

が終了した日以後速やかに当島定

定支受けられるよう、指定

業(同例 194 の3

1項に定する指定就労定

いう。以下同じ。)との連絡調整

なければならない。

者支施設は、就 B型

の提に当たつては、利用が

支の利用望する合には、

第2項に定めるが、了した日以後速

けられるよやかに指定就

者との連う、定労定着支

整にめなければならない。

(以

し

条例(現行)

(勤務体制の確保等)

第37条[略]

[略]2 ・ 3

4 害 は、適切な施、

祉サービスの提確保する点から

において行われる性的な号又は

背とした号動であつて業越的な

超えたものに上必要かつ当な

より員の業環境がされること

止するための方の明確化の必な措

を講じなけれぱならない

や

の

[新設]

[新]

(業務継続計画の策定等)

は37 の2

f の生において

祉サービスの

るためのび卜常

図るためのの

計画とい')

にい必な

じなけれぱならない。

(勤務体制の確保等)

第37条[略]

[略]2 ・ 3

[新設]

こ

る
に
「

的
で
下
当



2

計について

び1な

ればならない。

条例(改正案)

は

3

の

(衛生理等)

第39条[略]

2 障者支施設は、障者支援施

設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまんしないように次にげる

じなけぱならない。

における1 当

ぴ ぴまんの止のの

(テレビるための

して'ことができ゛

るものと 的にる)

とともに のについて

図ること

知

にし

るとともに必

的にしなけ

し

の

的に

必に応じて

'ものと・る

に

又は

る

条例(現行)

び

(衛生管理等)

第39条[略]

2 障害者支援施は、障者支施

おいて感染症又は食中が発生し、

まんしないように必ナ'

よう努めなけれぱならない。

[新]

[新]

ための

3当

にし

まんの

の

における

びまんの止のの

ること

1こ'し、て

び の

止のための並ぴに

ぴまんの止のための

的に ること

(身体的拘東等の止)

第41条障害支援施設は、障害福祉

サービスの提供に当たつては、利用者又

は他の利用者の生又は体を保る

ためやむを得ない場合をき、身体

的拘東その他利用者の行を制限・る行

為(以下「体飽拘等」という。)を
行つてはならない。

2 害者支施設は、やむを得ず体的

拘を行う場合は、その態様及ぴ時間、

(身体拘束等の禁止)

第41条害者支援設は、設障害福祉

サービスの提供に当たつては、利用者又

は他の利用の生又は身体を保する

ためやむを得ない場合をき、体

的拘その他利用の行を限する行

(以下「体拘等」という。)を

つてはならない。

2 害者支援設は、やむを得ず体拘

等を行う場合は、その態様及び時間、

る
に

知
当
び

は
い



条例(改正案)

その際の利用者の心の状況並びに緊急

やむを得ない理由その他必な事を記

録しなけれぱならない。

は の正

じな化るため次に 1る

けれぱならない。

の正化のための

テレビる ^

ことができるものと,用して

るとともに的にる)

に知底のについて

図ること。

3

くこと

切に

[以下略]

条例(現行)

その際の利用者の心の状況びに

やむを得ない理由その他必な事項を記

しなけれぱならない。

[新]

条例(現行)

(指定障害児通所支援事業者等の一般原

3

ための

ること

にし

の適正化のための

(虐待の防止)

45 の2

生又はの

げる

1 当

止のための

テレビ

とができるものと

るとともに

に知

的に

は

止るため

じなけれぱならナ'い

におけ

る

して

の正化の

ること

当

にし

的に

3 2 に

るための当

の

次に

る

の

ること

において

の止のための

ること

げる

'

71

[新]

の

[以下略]

的に

について

⑦長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(令和元年長崎市条例第80号)

条例(改正)

(指定障害児通所支援事業者等の一般原

こ



則)

第3条[略]

[略]2 ・ 3

4 指定障害児通所支援事業者等は、当該

指定害児通所支援業者等を利用する

障児の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、

その従者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなけれぱならない。

条例(改正)

(従業者の員数)

6条指定児童発達支援の事を行う者

(以下「指定児童発達支事者」とい

う。)が当該事業を行う事(以下「指

定児童発達支事所」という。)(児

童発達支援センターであるものをく。

以下この条において同じ。)に置くべき

従者の員数は、次の各に掲げる従

者の区分にじ、当各号に定めるとお

りとする。

m 児指導員(児童福祉施の設及

(昭和23年厚生省ぴ運営にする

第船号)第21条第6 に定・る児

童指導員をいう。以下同じ。)又は

士指定児童発支援の位ごとに

その供を行う時帯を通じてら当

該指定児童発支援の供に当たる児

指導員又は保育土の合計数が、次の

ア又はイに掲げる害児の数の区分に

じ、当該ア又はイに定める数

貝11)

第3条[略]

[略]2 ・ 3

4 指定害児通所支援事業者等は、当該

指定児通所支援事業者等を利用する

障害児の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、任設る必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措を講ずるよう努

めなけれぱならない。

条例(現行)

(従業者の員数)

第6条指定児童発達支援の事業を行う者

(以下「指定児童発支援事者」とい

う。)が当事を行う事(以下「

定児発支援事」という。)(児

童発支援センターであるものを除く。

以下この条において同じ。)に置くべき

従の員数は、次の各に掲げる従

者の区分にじ、当各号に定めるとお

りとる。

Π)児指導員(児童福祉設の設及

ぴ運営に関る(昭和23年.生省

第63 )第21条第6項に定・る児

指導員をいう。以下同じ。)

2( 22士又は

のによる しくは

した口 90

によりへの入2の

による12められた の

した の

のによしこれに当・る

しくは文む了した

大がこれと同 P上の

るとしたでつて 2 以

サービスに に上

サービスしたもの'下「

指定児発達支援といー

の単位ごとにその供を行う時間を

通じて専ら当指定児発支の

の
以



条例(改正案)

ア・イ[]

②[略]

2 前各にげる従・者のほか、指定

児童発支援事においてユ_日常生活
を営むのに必'な能訓練を行う場合に

は能 11 担当員(日常生活を営むの

に必要な能訓を担当・るをい

う。以下同じ。)を日常生,び
^
^

むために的ケア(人工生,

引の生による 理

大臣がめる ーし、' P下

常的にけることが口同じ

'▲1こる児に的ケア

又

条例(現行)

供に当たる児指導員、 士又は

サービス の合計数が、次

のア又はイに掲げる障児の数の区分

にじ、当該ア又はイに定める数

ア・イ[略]

②[]

2 前各にげる従者のほか、指定

児童発達支援事において日常生活を

営むのに必要な能訓を行う合に

は」機能訓担当員(日生活を営む
のに必な機能訓練を担当る職員をい

う。以下同じ。)を置かなけれぱならな

い。この厶において当

の、ごとに当が 1

じてら当
^

の

児達のに当たる厶に

当の児は当

サービス士又は

の▲にめることができるは准

れ

い'以下じ

れ置かなけれぱならない。ただし

ののし、れか1こ当・る厶に

かないことができる

とのによし

児達 こ

73

せ当

的ケア

当

士

朝の3 1 の

でる厶にる

的ケアの'ち

る2に2

い'次及び 引に

る 1と)のみ

が自らのけた

のーとして

48 の3 1 に

い'次及び 81

)行'ム

児童

士及び

30

る

いて

が
^

^

して

[新]

62

^

[新]

て同じ

3当

[新]

引

'し、て口

にし

又は

口

におい

口

)
ー

じ
当

こ1

に
おこ

で
は

1

は
ー



条例

士び

1のにる

る)において

(同附 3

るーし、'次

こおいて同じ)のみ

1にし当登

自らの又はのー

(同附卸 20

し、'

(改正)

士 附 1 20

でる厶に

的ケアの'ち

る

3

81

又は

81

といー

においてじ

のに基づき

(以下この

において「

いた

び

必と・

けた

として

当

当

の、ごとにの

達児童じてら当 の こ

当当たる厶には 当

士のムの児 又は

にめることができる

4 1 からまでの定にかかわら

ず、主として重心障害児(法第7条

第2 に規定する重症心害児をい

う。以下同じ。)を通わせる指定児童発

達支援事所に置くべき従者の員数

は、次の各にげる従者の区分に

じ、当各号に定めるとおりとる。た

だし、指定児童発支援の位ごとにそ

の供を行う時間帯のうち日常生活を営

むのに必な能訓を行わない時間

については、第4 の能訓練担当

を置かないことができる。

a)[]

②護員 1以上

士

条例(現行)

次

当

ムにおいて

が児

び
^

74

ぴ

前2項の定にかかわらず、主として

症心害児(法第7条第2項に規定

する症心害児をいう。以下同じ。)

を通わせる指定児童発支援事業所に置

くべき従業者の員数は、次の各号にげ

る従業者の区分にじ、当各に定め

るとおりとする。ただし、指定児童発達

支の単位ごとにその提供を行う時

のうち日常生活を営むのに必要な能訓

を行わない時間帯については、第4

の能訓練担当員を置かないことがで

きる。

(1)[]

②護員

い'以下口じ又は准 1

以上

③~⑤[略1

4 [略]

5 第1 第1 の児指導 士又

③~⑤[略]

5 [略]

6 第1項第1号の児童指導員又は

[新]

こ1

二1

創
る
が



条例(改正案)

のうち、 1人以上は、常勤でなけれぱな

らない。

7 3 のにより 1 当

め厶における第1項 1の

号の児童指導員又は士の厶の半

数以上は、児童指導員又は保士でなけ

れぱならない。

8 [ 1

7条[略]

2 前項各にげる従者のほか、指定

児童発支攘事において」日常生,

を営むのに必要な機能訓を行う場合に

は能訓練担当員を日生び

むために的ケアー的会生,

にけることが不口欠でる児に

的ケア'ムには

処王ね置かなけれぱならない。ただし
次ののいれかに当る厶に

かないことができるは

とのによし

は

以上は、

6 第1

ぴ

は、児

らない。

条例(現行)

サービス のうち、 1人

常勤でなけれぱならない。

士及第1号の児童指導員

の半数以上サービス

指導員又は保士でなけれぱな

第7条[略]

2 前各号に掲げる従者のほか、指定

児童発支事所において日常生活を

営むのに必な能訓練を行う場合に

は」機能訓担当員を置かなけれぱな
らない。二の厶において当

及び士当の!

のにめる二とができる

せ当

的ケア

当

士及び

1の

にる

ち

に

^

にる

)において

引のみ

し当

又はのー

が
^

士

3

して

さ

^
^

48 の3
^

で

的ケアの'

る 1

が自らの

引

当

^

と

けた

として

[新]

士び

^

1のにる

るにおいて

のみ

し当

又はのー

[新設】

士附 20
^でる

的ケアの'

る 1に

が自らの

と

けた

として
^

^

こ1

こ

に
ち



条例(改正案)

のにづき3

いた厶においては当

当 の

士のにめることができる

4 前2項の規定にかかわら、主として

難聴児を通わせる指定児童発達支援事

には、 1項各号にげる従業者のほ

か、次の各にげる従者の区分に

じ、当該各号に定める員数の従業

のいれか1こ当る2 ただし

▲につては 3 に 1る

員を除く。)を置かなけれぱならない。

この場合において、当該各号にげる従

業については、その数を児童指導員及

ぴ保育士の総数に含めることができる。

n}・②[略]

3

5 第1 第2号ア及び第3項第1 の指

定児童発達支の位は、指定児発

支援であつて、その供が伺時に1又は

[新 1

日生,ぴ 生,

むために的ケア 的にけ

ることが不可でる 1 に的

医的ケケアームにる)

ア'ためにな

5 2 び 3 の定にかかわら

ず、主として症心障児を通わせる

指定児発達支援事には、第1項各

に掲げる従のほか、次の各号に

げる従業者の区分にじ、当各に定

める数の従を置かなけれぱならな

い。この場合において、当各にげ

る従については、その数を児童指導

員及ぴ保士の総数に含めることができ

る。

a)・②[略]

3の

条例(現行)

3 の定にかかわらず、主として難

聴児を通わせる指定児童発達支事業所

には、 1 各号にげる従業者のほか、

次の各号にげる従業者の区分に応じ、

当各号に定める員数の従者を置かな

けれぱならない。この場合において、当

各にげる従については、その

数を児指導員及ぴ保育士の数にめ

ることができる。

76

n)・②

[新 1

6

[略]

の

アの児童

以上は 1

れぱならない。

7 第1 2 ア及ぴ 4 第1 の指

定児発支援の位は、指定児発

支であつて、その提供が同時に1又は

2 の規定にかかわら・、主として

症心障害児を通わせる指定児発

支事所には、第1 各号にげる従

者のほか、次の各に掲げる従業者の

区分に応じ、当該各に定める員数の従

業者を置かなけれぱならない。この場合

において、当該各号にげる従業者につ

いては、その数を児童指導員及び保士

の数に含めることができる。

1 当によし

める厶における 1 2

及 士のの

又は士でナ'1

(1)・②

[新]

[略]

当
ぴ



条例(改正案)

複数の障害児に対して一体的に行われる

ものをいう。

8 1 から 5 まで( 1 第1

を除く。)に規定する従者は、ら当

指定児童発達支援事業の務に従事

る者又は指定児童発支援の単位ごと

にら当指定児童発支の提供に当

たる者でなければならない。ただし、障

児の支援に支障がない場合は、 1

第3号の栄養士及ぴ同 4号の理員

については、併せて置・る他の社会福

祉施の務に従事させることができ

る。

(勤務体制の確保等)

第39条[略]

[略]2 ・ 3

条例(現行)

複数の障児に対して一体的に行われる

ものをいう。

6 1項から 4 まで( 1 1号

を除く。)に規定・る従者は、専ら当

指定児童発支援事所の務に従事

する者又は指定児発達支の位ごと

にら当指定児童発達支援の提供に当

たる者でなけれぱならない。ただし、障

児の支援に支障がない合は、 1

第3号の栄養士及ぴ同項 4号の調理員

については、併せて置る他の社会福

祉施設の職務に従事させることができ

る。

(児童発達支援計画の作成等)

第28条[略]

[略]2~4

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成に当たつては、障害児に

対する指定児童発達支援の提供に当たる

担当者等を招して行う会議(テレビ電

置そのの通器(以下「テ

レビ という)活用して

行うことができるものとする。)を開催

し、児童発達支援計画の原案について意

見を求めるものとする。

6~10 [略]

フフ

(運営規程)

第38条指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに、次の各号に

掲げる事業の運営についての重要事項に

関する運営規程(第44条第1項において

「運営規程」という。)を定めておかな

けれぱならない。

n)~(1の[略]

(児童発達支援計画の作成等)

第28条[略]

[略]2~4

5 児童発達支援管理任者は、児童発達

支援計画の作成に当たつては、害児に

対する指定児童発達支援の提供に当たる

担当者等を招集して行う会議を開催し、

児童発達支援計画の原案について見を

求めるものとする。

(勤務体制の確保等)

第39条[略]

[略]2 ・ 3

6~10

(運営規程)

第38条指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに、次の各号に

掲げる事業の運営についての重要事項に

関する運営規程(第4蛛において「運営

規程」という。)を定めておかなけれぱ

ならない。

Π)~⑫[略]

[略]



条例(改正案)

定児達 は、適切な指

児童発達支の提供確保する点か

ら、職においてれる性的な号動又

としたーであつは越的な

て業上必要かつ当な範囲を超えたも

境がされるこのにより従の

と止するための方の明化の必

なをじなけれぱならない。

前に

地域住民

めなけれ

継続

の2

や

画の

児達

の生において

る児達の

るためのぴ

図るためのの

といー

当 にい

じなけれぱならない

に

的に

で

[新設]

(衛生管理等)

第42条[略]

2 指定児発支援事業者は、指定児

条例(現行)

(非常災害対策)

第41条[略】

2 指定児童発支援事業者は、非常災

に備えるため、定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行わなけれぱならない。

[新設]

は

についてし

な及び1ともに

しナ'けれぱならない

3

は [新設]

じて

る

(非災害対策)

第41条[略]

2 [略]

ナ、

に

知・ると

的に

し

の

78

3 ヒ定児童発支 者は、

る 11 の施に当たつて、

の加が'られるよ一連に

ぱならない。

的に

に

'ものと

('生管理等)

第42条[略]

2 指定児発支事業者は、当整指定

の
画

の
計

(
鵠

P
し

は
い



児童発達支

食中毒が発生し、

に次にげる

ない。

児童達1 当

びる

の止のための

(テレピ

とができるものと

るとともに

に知

条例(改正案)

において感染症又は

又はまんしないよう

じなけれぱなら

におけ

ぴまんの
^る

^

,用してこ

的にる

のについて

図ること

[新設】

当

発達支援事

が発生し、

な

ない。

[新設]

び

止のための

3

(掲示)

第44条指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制、

前条の協力医療機関その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなけれぱならない。

[新設]

条例(現行)

において感染症又は食中

又はまんしないように必

るよ'めなけれぱなら

(身体拘束等の禁止)

45条指定児童発支援事者は、指定

児童発達支援の提供に当たつては、障害

児又は他の児の生命又は体を保

るためやむを得ない場合を除き、

(身体拘束等の禁止)

第45条指定児発達支援事業者は、指定

児童発支の提供に当たつては、障

児又は他の害児の生命又は体を保

るためやむを得ない合を除き、

にし

ぴまん

症の

のための 1

と

の

(掲示)

第44条[略]

整

に'け

びまん

ること

におい

症び

の止のための研

及びまんの

的に

[新]

2 定児童発達支業は、1項に

定する項を兇した書面を当該指定児

童発達援業所にえ付け、かつ、こ

に自由にさせるれいつでも

ことにより、同項の定による掲示に代

えることができる。

止

るこ

二び

当

る
の
て
の
並



条例(改正)

体的拘東その他障児の行を限す

る行為(以下この条において「体拘東

等」という。)を行つてはならない。

2 [略]

児童達 は3

次に 1るの正化図るため、

じな1 れぱならない

の正化のための

る会(テレビ

して'ことができるものと

るとともに的にる)

に知のについて

ること

に'け

る

して

(地域との携等)

第52条[略]

2 指定児童発支援事業者(児童発達支

援センターである児童発達支援事業所に

条例(現行)

体的拘束その他障児の行を限す

る行為('において「体拘東等」と

いう。)を行つてはならない。

2 []

[新設1

ること

にし

のための

と

(地域との連携等)

第52条[略]

2 指定児童発達支援事者(児童発達支

援センターである児童発支援業所に

3

の正化のための

(待等の禁止)

46条[]

児2 は

生又はの 止・るため

じなけれぱナ'らナ'い1る

1 当 児

るの止のための

テレビ '

'ことができのと

るとともに的に

に知ついて

1 達当

にし

的に

3 2 にげる

くことるための当

的に

の適正化

るこ

のに

ること

におし

の止のため

ること

切に

の

次に

(虐待等の禁止)

第46条[]

[新設]

て
の



条例(改正)

おいて、指定児童発達支援の業を行う

ものに限る。)は、通常の事業の実施地

域の障害児の福祉に関し、障害児若しく

はその家庭又は当該障害児が通い、在学

し、若しくは在籍する保育所、学校教育

法(昭和22年法律第26号)に規定する幼

稚園、小学校(義務教育学校の前期課程

を含む。)若しくは特別支援学校若しく

は就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律(平

成18年法律第刀号)第2条第6項に規定

する認定こども園その他児童が団生活

を営む施設からの相談に応じ、助言その

他の必要な援助を行うよう努めなけれぱ

ならない。

条例(現行)

おいて、指定児童発達支援の事業を行う

ものに限る。)は、通常の事業の実施地

域の障害児の福祉に関し、障害児若しく

はその家庭又は当該障害児が通い、在学

し、若しくは在籍する保育所、学校教育

(従業者の員数)

第62条児童発支援に係る準当通所

支援(以下「該当児童発達支」と

いう。)の事を行う者(以下「基

当児童発達支援事者」という。) が当

事を行う事 (以下「 当児

発支事業所」という。 )に電くべ

にげる従き従者の員数は、次の各

者の区分にじ、当各 に定めると

おりと・る。

a)児指導員又は士 当児

発達支援の単位ごとにその供を

該当児う時間を通じてら当

発支援の供に当たる児指導員

又は保育士の合数が、次のア又はイ

にげる害児のの区分に応じ、当

ア又はイに定める数

法に規定する幼稚園、小学校(義務教育

学校の前期課程を含む。)若しくは特別

支援学校若しくは就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律(平成18年法律第刀号)第2

条第6項に規定する認定こどもその他

児童が集団生活を営む施設からの相談に

応じ、助言その他の必要な援助を行うよ

う努めなけれぱならない。

士

以上

(従業者の員数)

当通所第62条児童発達支援に係る

支(以下「基'当児童発達支」と

いう。)の事業を行う者(以下「基該

当児童発達支事者」という。)が当

事業を行う事業所(以下「準当児

童発支援事」という。)に置くべ

き従の員数は、次の各に掲げる従

業者の区分にじ、当該各に定めると

おりとる。

①児童指導員 士又は

ービス 当児童発支

の単位ごとにその提供を行う時間

通じて専ら当当児発

の供に当たる児指導員

サービスは

が、次のア又はイに

の区分にじ、当

数

ア・イ[略1

②[略]

2 [略]

3 1 1の児

サービスぴ の

ア・イ

②[]

2 []

[削る】

[略]

を

支援

土又

の合数

げる障児の数

ア又はイに定める

サ



(準用)

第79条第13条から第23条まで、第25条、

第27条(第4項及び第5項を除く。)か

ら第35条まで、第37条、第39条から第42

条まで、第44条から第朝条まで、第50条

から第53条まで及び第55条から第57条ま

での規定は、指定医療型児童発達支援の

業について準用する。この合におい

て、第13条第1項中「第38条」とあるの

は「第刀条」と、第17条中「いう。第38

条第6号及ぴ」とあるのは「いう。」と、

第23条第2項中「次条」とあるのは「第

74条」と、第27条第1項及ぴ第28条中「児

童発支援計画」とあるのは「医型児

童発達支援計画」と、第35条中「医療機

関」とあるのは「他の専門医機関」と、

第44条第1項中「従業者の勤務の体制、

前条の協力医機関」とあるのは「従業

者の勤務の体制1」と、第55条第2項第2

号中「児童発達支援画」とあるのは「医

療型児童発達支援画」と、回須第3号

中「第36条」とあるのは「第76条」と

み替えるものとする。

条例(改正案)

は 1

らない

(準用)

第79条第13条から第23条まで、第25条、

第27条(第4項及び第5項を除く。)か

ら第35条まで、第37条、第39条から第42

条まで、第44条から第48条まで、第50条

から第53条まで及ぴ第55条から第57条ま

での規定は、指定医型児童発達支援の

事業について準用する。この場合におい

て、第13条第1項中「第38条」とあるの

は「第刀条」と、第17条中「いう。第38

条第6号及ぴ」とあるのは「いう。」と、

第23条第2項中「次条」とあるのは「第

74条」と、第27条第1項及ぴ第28条中「児

発達支援画」とあるのは「医療型児

童発支援画」と、第35条中「医療機

関」とあるのは「他の門医療機関」と、

第44条中「従業者の勤務の体制、前条の

協力医療機関」とあるのは「従者の勤

務の体伽1」と、第55条第2項第2号中「児

童発達支援画」とあるのは「医療型児

童発達支援計画」と、第55条第2項第3

号中「第36条」とあるのは「第76条」と

み替えるものとする。

条例(現行)

又は士でなけれぱな

(従者の員数)

第81条指定放課後デイサービスの事

を行う者(以下「指定放課等デイサー

ビス事業者」という。)が当該事業を行

う事業(以下「指定放課等デイサー

ビス事」という。)に置くべき従

者の員は、次の各にげる従者の

区分にじ、当各に定めるとおりと

する。

U)児童指導員又は士指定放課

デイサービスの単位ごとにその供

を行う時を通じて専ら当指定放

課等デイサービスの提供に当たる児

(従業者の員数)

81条指定放課後等デイサービスの事業

を行う(以下「指定放課デイサー

ビス事業」という。)が当該事業を行

う事業所(以下「指定放課後等デイサー

ビス事業」という。)に置くべき従

者の員数は、次の各にげる従業の

区分に応じ、当該各に定めるとおりと

する。

m 児指導員 サ士又は

指定放課後等デイサーービス

ビスの単位ごとにその供を行う時間

を通じて専ら当指定放課後等デイ



条例(改正案)

童指導員又は士の合計数が、次の

ア又はイに掲げる障児の数の区分に

じ、当ア又はイに定める数

ア・イ[略]

②[]

2 前各に掲げる従者のほか、指定

放課後デイサービス事において

日常生活を営むのに必な能訓を行

う場合には機能訓練担当員を日常生

,及ぴ会生, むために的ケア

常的にけることが不可欠でる

1に的ケア'ムには

れれ債かなけれぱならない。

次ののいれかに当・る

かないことがで

条例(現行)

サービスの提供に当たる児童指導員

サービス士又は の

合計数が、次のア又はイに掲げる障

児の数の区分に応じ、当該ア又はイに

定める数

ア・イ[]

②[]

2 前各号に掲げる従者のほか、指定

放課後デイサービス事所において日

常生活を営むのに必な機能訓を行う

場合には」能訓練担当員を置かなけ
れぱならない。この厶に'いて当

デイサ当が

ービスの、ごとにの

じてら当

ービスのに当たる厶には

11 当の児

サービス のム士又は

に含めることができる。_

[新]

ただし

ムには

きる。

にさせ、当

して的ケア

当

との連によし

デイサービス

が

士び

の3 1 のにる

る厶にるにおいて

アの'ち 引のみ

1にし当

自らの又はのー
'^引

当

^

デイサービス

士

^

3

児に

当

で

的ケ

とる

けたが

として

20 1

る厶にる

アの'ち

1 に対し当

らの又はのー

^

開

士び

のに

)において

のみ

[新 1

[新]

デイサービス

士

3

デイサ

当

83

にづき

^

と・

けた

として

で

的ケ

る

が



条例(改正案)

当いた厶において当

デイサービスのが

ごとにの じて

デイサービスのら当

に当たる厶には当 当

又は士のムの児童

にめることができる

4 1からまでの規定にかかわら

、主として症心障児を通わせる

指定放課後等デイサービス事業所に置く

べき従者の数は、次の各に掲げる

従業者の区分に応じ、当各に定める

とおりと・る。ただし、指定放課丁

イサービスの単位ごとにその提供.を行う

時のうち日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行わない時間については、

第4 の機能訓担当員を置かないこ

とができる。

n}~⑤[略]

5 [略]

6 第1項第1 の児指導員又は士

のうち、 1人以上は、常勤でなけれぱな

らない。

1 当7 3 のによし

める厶に'ける第1項第1の

の児童指導員又は士の厶の半

数以上は、児童指導員又は保育士でなけ

れぱならない。

8 []

(従業者の員数)

認条放課デイサービスにる

当放課後該当通所支援(以下「

デイサービス」という。)の事業を行う

が当該事を行う事業所(以下「

該当放課等デイサービス事」とい

う。)に置くべき従業者の員数は、次の

各にげる従業の区分にじ、当

各に定めるとおりとる。

士又はm 児童指導員 サ

条例(現行)

前至重の定にかかわら・、主として
症心障害児を通わせる指定放課後

デイサービス事に置くべき従者の

員数は、次の各号にげる従業者の区分

に応じ、当各に定めるとおりとる。

ただし、指定放課後デイサービスの単

位ごとにその供を行う時間のうち日

常生活を営むのに必な機訓練を行

ない時間については、 4号の能訓

担当職員を債かない二とができる。

(従業者の員数)

第船条放課後等デイサービスにる

該当通支援(以下「該当放課後等

デイサービス」という。)の事を行う

(以下「準者が当事業を行う事

当放課デイサービス事業」とい

う。)に置くべき従業者の員は、次の

各に掲げる従業者の区分に応じ、当

各号に定めるとおりとる。

m 児童指導又は保育士基当

Π)~⑤

4 []

5 第1

は

以上は、

6 第1

ぴ

は、児

らない。

[]

第1 の児童指導員 士又

サービス のうち、 1人

勤でなけれぱならない。

第1号の児童指導員 士

の半数以上サービス

指導員又は保士でなけれぱな



条例(改正)

課後デイサービスの位ごとにその

提供を行う時間を通じて専ら当

準該当放課後デイサービスの提供に

当たる児童指導員又は士の合

が、次のア又はイにげる障害児の数

の区分に応じ、当ア又はイに定める

数

ア・イ

②[]

2 [略]

[ 1る]

[略]

条例(現行)

準該当放課デイービス

サービスの単位ごとにその提供を行う

時間を通じて専ら当準当放課

デイサービスの提供に当たる児

サービス指導員 士又は

の合計数が、次のア又はイに掲

げる害児の数の区分にじ、当ア

又はイに定める数

ア・イ[略]

②[]

[]

(従業者の員数)

船条[略]

2 前第1 に掲げる問支員は、理

学法士、作業法士、語聴覚士、

複員若しくは保士の資格を取得後又

は児童指導員しくは心理指導担当員

(学校教法の規定による大 大

<)しくは大において、

心理学を修る学科、研究科しくは

これに相当る課程を修めて卒した者

であつて、人及ぴ集団心理法の技

を有るもの又はこれと同等以上の能力

をるものと認められる者をいう。)

として配置された日以、害児につい

て、入浴、せつ、食事その他の介を

行い、及ぴ当障害児の介を行う者に

対して介に関・る指導を行う務又は

日生活における本的な作の指導、

知技能の付与、生活能力の向上のため

に必要な訓その他の支擾(以下「訓練

等」という。)を行い、及ぴ当 児

の訓等を行う者に対して訓練に

る指導を行う務その他業訓又は

教に係る業務に3年以上従事した

ぴ

は児

らない

1 1の児童

サービス

又は

(従者の員数)

93条[略]

2 前項 1 にげる訪問支援員は、理

学法士、作法士、語聴覚士、

員若しくは保士の格を取得後又

は児指導員若しくは心理指導担当員

(校教法の定による大の

る学科しくはこれで、心理を

に相当・る課程を修めて卒したであ

つて、人及ぴ集団心理法の技を

するもの又はこれと同以上の能力を

するものとめられる者をいう。)とし

て配置された日以、児について、

入浴、せつ、食事その他の介を行い、

及び当害児の介護を行うに対して

介に関・る指導を行う務又は日常生

活における本的な作の指導、知

能の付与、生活能力の向上のために必要

な訓練その他の支援(以下「訓」と

いう。)を行い、及ぴ当害児の訓

を行う者に対して訓練等に関する指導

を行う務その他訓練又は教

にる務に3年以上従事した者でなけ

れぱならない。

士

以上の

士でなけれぱな

2
3



条例(改正案)

でなけれぱならない。

3 [略]

(準用)

第99条第13条から第23条まで、第25条、

第26条、第27条(第4項及ぴ第5項を除

<。)、第28条から第31条まで、第33条、

第35条から第37条まで、第39条、 39条の

2、第42条から第46条まで、第朝条、第

50条、第51条、第52条第1項、第53条か

ら第55条まで、第57条及び第78条の規定

は、指定居宅訪問型児童発達支援の業

について準用する。この場合において、

第13条第1項中「第38条」とあるのはr第

98条」と、第17条中「いう。第38条第6

号及び第52条第2項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第23条第2項中

「次条」とあるのは「第97条」と、第26

条第2項中「第24条第2項」とあるのは

「第97条第2項」と、第27条第1項、第

28条及ぴ第55条第2項第2号中「児童発

達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児

発達支援画」と読み替えるものとす

る。

(準用)

第104条第13条から第23条まで、第25条、

第26条、第27条(第4項及び第5項を除

<。)、第28条から第31条まで、第33条、

第35条から第37条まで、第39条、第42条、

第44条から第46条まで、第48条、第50条、

第51条、第52条第1項、第53条から第55

条まで、第57条、第78条及び第96条から

第98条までの規定は、指定保育所等訪問

支援の事業について準用する。この場合

において、第13条第1項中「第38条」と

あるのは「第104条において準用する第98

条」と、第17条中「いう。第38条第6号

及び第52条第2項において同じ。」とあ

るのは「いう。」と、第23条第2項中「次

3 [略」

(準用)

第99条第13条から第23条まで、第25条、

第26条、第27条(第4項及び第5項を除

<。)、第28条から第31条まで、第33条、

第35条から第37条まで、第39条、第42条

から第46条まで、第48条、第50条、第51

条、第52条第1項、第53条から第55条ま

で、第57条及ぴ第78条の規定は、指定居

宅訪問型児童発達支援の業について準

用する。この合において、第13条第1

項中「第38条」とあるのは「第98条」と、

第17条中「いう。第38条第6号及ぴ第52

条第2項において同じ。」とあるのは「い

う。」と、第23条第2項中「次条」とあ

るのは「第97条」と、第26条第2項中「第

24条第2項」とあるのは「第97条第2項」

と、第27条第1項、第28条及び第55条第

2項第2号中「児発達支援計回」とあ

るのは「居宅訪問型児発達支援計画」

と読み替えるものとする。

条例(現行)

(準用)

第104条第13条から第23条まで、第25条、

第26条、第27条(第4項及び第5項を除

<。)、第28条から第31条まで、第33条、

第35条から第37条まで、第39条、第39条

の2、第42条、第44条から第46条まで、

第朝条、第50条、第51条、第52条第1項、

第53条から第55条まで、第57条、第78条

及ぴ第96条から第98条までの規定は、指

定保所等訪問支援の事について準用

する。この合において、第13条第1項

中「第38条」とあるのは「第104条におい

て準用する第98条」と、第17条中「いう。

第38条第6号及ぴ第52条第2項において

同じ。」とあるのは「いう。」と、第23



条例(改正案)

条第2項中「次条」とあるのは「第104

条において準用する第97条」と、第26条

第2項中「第24条第2項」とあるのは「第

104条において準用する第97条第2項」

と、第27条第1項及び第28条中「児童発

達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、第44条第1項中「従業者

の勤務の体制、前条の協力医療機関」と

あるのは「従業者の勤務の体制1」と、第

55条第2項第2号中「児童発達支援計画」

とあるのは「保育所等訪問支援計画」と

読み替えるものとする。

条例(現行)

条」とあるのは「第104条において準用す

る第97条」と、第26条第2項中「第24条

第2項」とあるのは「第104条において準

用する第97条第2項」と、第27条第1項

及び第28条中 r児童発達支援計画」とあ

るのは「保育所等訪問支援計画」と、第

44条中「従業者の勤務の体制、前条の協

力医療機関」とあるのは「従業者の勤務

の体伽1」と、第55条第2項第2号中「児

童発達支援計画」とあるのは「保育所等

訪問支援計画」と読み替えるものとする。

(従業者の員数に関する特伊D

能型事(この条例に規105 条

定するのみを行う機能型事所に

限る。)に係る事を行う者に対る第

6条 1 から 3 まで及び 5

フ( 3 及ぴ 6 < 、

第70条、 81 1 から 3 まで

び 5 、 93条第1 並びに 11

条第1 の定の用については、第6

条第1 中「事業所(以下「指定児童発

支授事」という。)」とあるのは

「能型事」と、同 1 中「指

定児発達支援」とあるのは「指定通所

支援」と、伺条第2項中「指定児童発

支事」とあるのは「能型事

3 及ぴ 5 「所」と、 0

とあるのは「指定支

援」と、第7条第1項中「指定児童発

支援事」とあるのは「・機能型事

」と、同項第2号ア中「指定児童発

支援」とあるのは「指定通支援」と

同 2 及び 4 中「指定児童発達

支事」とあるのは「・能型事

所」と、同項第1 中「指定児発支

援」とあるのは「指定通支」と、 0
「 15

とるのは「・

事

と、

とあ

4

るの

(従業者の員数に関する特伊D

能型事業所(この条 1に105 条

定る事のみを行う機能型事に

限る。)に係る事を行う者に対する第

2 び 46条 1 7 、

2 及び70 81 1、

4 、第93条第1項並びに 101条第1

の定の用については、 6 1

(以下「指定児発支中 r事

事業所」という。)」とあるのは「

能型事」と、同項第1 中「指定児

発支援」とあるのは「指定通支援」

と、同条第2 中「指定児童発支事

業」とあるのは「能型事」と、

とるのは「「 1

児と" 4

発支援」とあるのは「指定通支援」

と、 7条第1項中「指定児発支

事業所」とあるのは「能型事」

と、同項第2 ア中「指定児童発支援」

とあるのは「指定通支」と同

2 及び 3 中「指定児童発支

」とあるのは「・機能型事」

同項第1 中「指定児発達支援」

るのは「指定通所支援」と、同

「児童 と

は「・ と型 5口型 Fと同



条例(改正案)

フ「児達 との

と 0 8 中「指は「 F

定児童発支援事業」とあるのは「・

機能型事所」と、「指定児童発達支援

の」とあるのは「指定通所支援の」と、

第70条第1項中「事所(以下「指定

」という。)」型児童発達支援

とあり、並びに同条第2項及び第3項中

「指定医型児童発達支援事業所」と

るのは「多機能型業」と、剖条

1 中「事(以下「指定放課後丁

イサービス事」という。)」とある

のは「・能型事所」と、同 1

中「指定放課後等デイサービス」とある

のは「指定通所支擬」と、同条第2 中

「指定放課等デイサービス業」と

あるのは「・能型事業所」と、同

3 ぴ 5 中「指定放課後等デイ

ービス」とあるのは「指定通所支援」と、

第93条 1項中「事業所(以下「指定居

宅型児童発達支援事業所」という。)」

とあるのは「能型事業所」と、 101

条第1 中「事業所(以下「指定保育

等訪問支擬事業所」という。)」とある

のは「能型事所」とる。

条例(現行)

とるのは「「児童達

と同 6 中「指定児童

発達支援事所」とあるのは「・能型

所」と、「指定児発支の」と

あるのは「指定通所支援の」と、 70条

第1項中「事業(以下「指定医型児

童発達支事業所」という。)」とあり、

並びに同条第2項及び 3項中「指定

療型児童発達支援事業所」とあるのは「・

機能型事業所」と、第剖条 1項中 r事

所(以下「指定放課ディサービス

事所」という。)」とあるのは「・機

能型事業所」と、同 1号中「指定放

課デイサービス」とあるのは「指定

通所支」と、同条第2項中「指定放課

後デイサービス事」とあるのは「多
デイ能型事」と、「

サービスのとるのは「通
^

のと同 4 中「指定放課後丁

イサービス」とあるのは「指定通所支援」

と、第93条第1項中「事所(以下「指

定居宅訪問型児童発支援事所」とい

う。)」とあるのは「能型事業」

と、 101条第1項中「事業所(以下「指

訪問支援事業」という。)」定保

とあるのは「・能型事業所」とる。

2 利用定員の合計が20人未満である・

(このに定・る事の能型事

みを行う機能型事所を除く。)は、

6 5 及ぴ 81 5 の定に

かかわら、当該・能型事業に置く

べき従集(児童発達支援理責任者、

嘱託医及び理をく。)のうち、 1

人以上は、常勤でなければならないとす

ることができる。

2 利用定員の合計が20人朱である多機

能型事業(この条に定する事の

みを行う,能型事をく。)は、

6 6 び81 6 の規定に

かかわら、当該・機能型事に置く

べき従者(児発支管理責任者、

嘱及ぴ理者をく。)のうち、1

人以上は、常勤でなけれぱならないと

ることができる。

[以下略] [以下略]



⑧長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年長崎市

条例第44号)

条例(改正案)

(職員)

26条母子生活支援施は、次に掲げる

を置かなけれぱならない。

2 [略]

3 前項の心理法担当員は、学校教

法(昭和22年法律第26号) 1条に

規定・る大学(短期大学を除く。)しく

は大学院において、心理をする学

科、研究科しくはこれに相当る課程

を修めて卒した者であつて、人及ぴ

集団心理療法の技を有するもの又はこ

れと同以上の能力を有・るとめら

る者でなけれぱならない。

[略]4~6

(職員)

26条母子生活支援施は、次にげる

を置かなけれぱならない。

2 []

3 前の心理法担当員は、学校

法(昭和22年法 26 )第1条に

規定する大学(短期大学を除く。)におい

て、心理学を専修る学科若しくはこれ

に相当する課程を修めて卒した者であ

つて、人及び集団心理法の技を

するもの又はこれと同以上の能力を有

るとめられる者でなけれぱならな

し、。

4~6

[以下略]

条例(現行)

⑨長崎市指定障害福祉サービスの事等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例等の一部を改正する条例(平成30年長崎市条例第20号)

条例(改正案) 条例(現行)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定

による改正前の長崎市指定害者支援施

設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例第6条及び第 10 条の規定

の適用を受けている指定害者支援施設

については、第2条の規定による改正後

の長崎市指定障害者支援施設の人、設

備及び運営に関する基準等を定める条例

第5条及び第9条の規定にかかわらず、

令和4年3月31日までの問は、なお従前

[以下略]

[以下略]

[略]

の例による。

[以下略]

(経過措)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定

による改正前の長崎市指定障害者支援施

設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例第6条及ぴ第 10 条の規定

の適用を受けている指定障害者支援施設

については、第2条の規定による改正後

の長崎市指定障害者支援施設の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例

第5条及び第9条の規定にかかわらず、

平成33年3月31日までの間は、なお従

前の例による。



今後改正が予定されている条例

⑦長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例(令和元年12月26日条例第80号)に規定する内容について、追加の基

準省令改正が予定されており、正式に公布されたのち条例改正を行うもの。

(1)主な改正点

改正内容

指定児童発達支援や指定放課後等ディサービ

スの業等を併せて行う場合、多機能型事業所と

して人や設備の基準において特例の適用を受

けることができるが、「多機能型事業所」と読み

替えるための規定が一部漏れていたため、所要の

整備を行うもの。

(2)施行日令和3年4月1日

該当条文

指定通所基準第1価条第1項


